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門
要
約
】
　
英
領
西
イ
ン
ド
貿
易
は
長
く
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
最
重
要
部
門
で
あ
っ
た
が
、
一
八
｝
○
年
代
以
降
は
砂
糖
生
産
の
世
界
的
拡
大
や
奴
隷
制
廃
止

運
動
の
進
展
を
受
け
て
長
期
的
不
況
に
陥
っ
た
。
そ
の
影
響
は
植
民
地
砂
糖
生
産
者
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に
融
資
を
行
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
貿
易
商
や

貿
易
商
に
資
産
を
預
け
て
き
た
有
産
階
級
全
般
に
及
ん
だ
。
特
に
一
八
三
〇
1
三
二
年
砂
糖
価
格
暴
落
は
本
国
の
貿
易
商
と
投
資
家
に
深
刻
な
打
撃
を
与

え
た
。
こ
の
状
況
を
打
開
し
た
の
が
奴
隷
制
廃
止
法
に
付
加
さ
れ
た
奴
隷
賠
償
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
奴
隷
所
有
者
に
奴
隷
解
放
の
損
失
補
償
の

た
め
二
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
が
支
払
わ
れ
た
が
、
こ
の
賠
償
金
の
大
半
は
奴
隷
所
有
者
が
多
大
な
債
務
を
負
っ
て
い
た
本
国
投
資
家
の
も
と
へ
還
流
し
、
彼

ら
や
イ
ギ
リ
ス
の
資
金
運
用
シ
ス
テ
ム
全
体
を
防
衛
す
る
機
能
を
果
た
し
た
。
本
稿
で
は
、
当
時
最
大
手
の
貿
易
商
会
の
破
産
処
理
の
過
程
を
調
査
し
、

実
際
に
奴
隷
賠
償
金
が
同
社
の
債
権
回
収
や
岡
社
へ
の
投
資
家
・
出
資
者
救
済
に
不
可
欠
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
一
巻
六
号
　
二
〇
〇
八
年
［
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
英
領
西
イ
ン
ド
貿
易
、
特
に
砂
糖
は
、
一
八
世
紀
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
最
重
要
の
海
外
貿
易
分
野
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
巨
富
を
も
た
ら

し
た
。
し
か
し
充
世
紀
前
半
に
は
砂
儒
格
下
落
の
た
め
長
期
的
不
況
に
貴
男
天
〇
七
年
に
は
畳
替
易
廃
瑛
一
八
三
三
年
に
は
奴
鰯

謹
慎
廃
止
に
よ
っ
て
労
働
・
生
産
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
改
変
を
迫
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
八
二
〇
年
代
以
降
、
英
領
西
イ
ン
ド
産
砂
糖
を
保
護
し
　
3
3



て
い
た
特
恵
権
関
税
制
度
が
徐
々
に
廃
止
さ
れ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
市
場
に
東
イ
ン
ド
産
や
外
国
産
砂
糖
が
浸
透
し
、
英
領
西
イ
ン
ド
は
半
永
久

　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
な
衰
退
へ
向
か
っ
た
。

　
以
上
の
英
領
西
イ
ン
ド
経
済
の
崩
壊
に
よ
っ
て
植
民
地
の
砂
糖
生
産
者
階
級
は
没
落
し
、
ま
た
植
民
地
・
本
国
間
の
砂
糖
流
通
を
担
当
し
て

い
た
本
国
の
貿
易
商
も
多
く
が
破
産
し
た
。
し
か
し
、
西
イ
ン
ド
経
済
の
崩
壊
が
被
害
を
及
ぼ
し
た
の
は
以
上
の
西
イ
ン
ド
利
害
関
係
者
だ
け

で
は
な
い
。
本
国
西
イ
ン
ド
貿
易
商
は
長
年
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
で
最
も
繁
栄
し
た
商
業
組
織
で
あ
り
、
多
く
の
一
般
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
資

産
を
投
資
し
、
運
用
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
イ
ン
ド
経
済
崩
壊
と
そ
れ
に
連
動
し
た
本
国
貿
易
商
の
経
営
破
綻
は
、
狭
義
の
西
イ
ン

ド
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
越
え
た
イ
ギ
リ
ス
の
有
産
階
級
全
体
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
投
資
家
や
金
融
利
害
は
こ
の
危
機
を
克
服
し
、
自
由
貿
易
体
制
の
も
と
で
英
領
植
民
地
以
外
に
新
た
な
投
資
の
チ
ャ

ン
ス
を
見
い
だ
し
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
研
究
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
利
害
が
自
由
貿
易
に
い
か
に
適
合
的
で
あ

っ
た
か
、
い
か
に
次
世
代
以
降
繁
栄
し
て
い
く
か
が
注
目
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
き
た
。
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
等
に
よ
る
伝
統
的
西
イ
ン
ド
史
の
解
釈

で
も
、
製
造
業
者
と
と
も
に
金
融
業
者
が
自
由
貿
易
を
支
持
し
、
旧
植
民
地
体
制
と
そ
れ
が
保
護
し
て
き
た
西
イ
ン
ド
利
害
を
放
棄
し
た
と
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
近
年
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
利
害
は
一
八
世
紀
ま
で
は
旧
植
民
地
体
制
の
保
護
主
義

の
も
と
に
西
イ
ン
ド
・
ア
メ
リ
カ
植
民
地
（
公
式
帝
国
）
と
の
貿
易
で
栄
え
て
き
た
が
、
一
九
世
紀
以
降
は
自
由
貿
易
主
義
を
選
択
し
新
た
な

投
資
の
場
を
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
非
公
式
帝
国
に
拡
大
し
て
い
っ
た
と
、
説
明
さ
れ
る
。

　
確
か
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
に
主
眼
を
お
い
て
旧
植
民
地
体
棚
か
ら
自
由
貿
易
主
義
へ
の
移
行
期
を
解
説
す
る
な
ら

ば
、
金
融
利
害
の
持
続
性
や
自
由
貿
易
主
義
と
の
適
合
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
有
意
義
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
在
で
は
こ
う
し
た
見
方
が

敷
行
し
た
結
果
、
悩
植
民
地
体
制
の
終
焉
が
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
利
害
や
社
会
全
般
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
た
そ
の
打
撃
を
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
ど
の
よ
う
な
政
策
に
よ
っ
て
克
服
し
た
の
か
と
い
う
問
題
も
、
十
分
な
検
証
な
く
看
過
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
旧
植
民
地
体
制
の
終
焉
自
体
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
西
イ
ン
ド
利
害
関
係
者
を
越
え
て
本
国
の
有
産
階
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一八三〇一三二年莫領西インド経済危機と奴隷賠償制度（川分）

級
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
た
の
か
を
、
ム
フ
一
度
考
え
て
み
た
い
。
こ
の

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
政
策
と
し
て
本
稿
で
特
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
奴
隷
制
廃
止
法
内
で
制
定
さ
れ
た
奴
隷
賠
償
制
度
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
一
つ
の
代
表
的
な
西
イ
ン
ド
貿
易
商
の
破
産
と
そ
の
処
理
の
過
程
を
調
査
し
、
こ
の
貿
易
商
に
対
す
る
投
資
家
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
有

産
階
級
の
資
産
を
救
済
す
る
た
め
に
は
、
奴
隷
賠
償
制
度
が
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
マ
ニ
ン
グ
＆
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
社
（
以
下
M
＆
A
社
）
の
事
例
で
あ
る
。
同
社
は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
出
身
の
マ
ニ
ン

グ
～
族
が
一
八
世
紀
半
ば
に
開
業
し
た
ロ
ン
ド
ン
の
西
イ
ン
ド
貿
易
商
会
で
、
こ
の
分
野
で
最
大
手
の
商
会
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
筆
頭
パ
ー
ト

ナ
ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
は
長
く
下
院
議
員
を
務
め
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
も
経
験
し
た
政
界
・
経
済
界
の
実
力
者
で
あ
っ
た
。
経

営
者
が
こ
の
よ
う
な
名
士
だ
っ
た
同
社
は
信
用
が
高
く
、
当
時
の
一
流
銀
行
、
地
主
貴
族
や
軍
人
な
ど
が
資
金
を
預
け
て
い
た
。
し
か
し
同
社

は
一
八
三
〇
－
三
二
年
の
砂
糖
価
格
暴
落
期
に
破
産
す
る
。
こ
の
結
果
同
社
に
預
け
ら
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
有
産
階
級
の
資
産
は
危
機
に
陥
る
。

本
稿
で
は
、
破
産
史
料
か
ら
こ
の
有
産
階
級
の
債
権
が
回
収
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
り
、
債
権
回
収
に
は
奴
隷
賠
償
制
度
が
非
常
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
M
＆
A
社
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
一
年
に
R
・
B
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
が
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
発
表
し
て
い
る
が
、
短
い
論
文
で
M
＆
A
社
の

調
査
結
果
が
十
分
野
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
結
論
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
資
産
の
債
権
連
盟
の
た
め
に
奴
隷
賠
償
制
度
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
指

摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
議
論
の
主
体
は
奴
隷
解
放
後
の
労
働
体
制
や
ア
メ
リ
カ
南
部
と
の
比
較
な
ど
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
M
＆
A
社

の
破
産
史
料
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
立
論
し
直
し
、
西
イ
ン
ド
経
済
不
況
↓
本
国
債
権
者
に
対
す
る
深
刻
な
影
響
の
発
生
↓
債
権
回
収
の
方

法
と
し
て
の
奴
隷
賠
償
金
制
度
設
置
↓
債
権
回
収
と
奴
隷
解
放
の
成
功
と
い
う
歴
史
的
展
開
を
明
確
な
形
で
提
示
し
た
い
と
考
え
る
。

　
以
下
第
一
章
で
は
、
当
時
の
西
イ
ン
ド
貿
易
の
｝
般
的
な
状
況
を
紹
介
し
、
植
民
地
砂
糖
生
産
者
・
本
国
貿
易
商
・
本
国
投
資
家
が
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
貿
易
不
況
が
こ
の
三
者
に
ど
の
よ
う
に
波
及
し
て
い
く
か
を
解
説
す
る
。
第
二
章
で
は
M
＆
A
社
の
経
営
者
一
族
、

政
界
・
経
済
界
と
の
つ
な
が
り
、
破
産
前
夜
の
同
社
の
経
営
状
況
を
分
析
し
、
M
＆
A
社
が
大
手
の
代
表
的
な
西
イ
ン
ド
貿
易
商
で
あ
っ
た
こ
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と
、
植
民
地
生
産
者
や
本
国
投
資
家
と
の
関
係
、
西
イ
ン
ド
経
済
不
況
か
ら
被
っ
た
影
響
な
ど
の
点
で
第
一
章
の
全
体
論
に
合
致
す
る
状
況
に

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
同
社
の
経
営
者
や
投
資
家
が
下
院
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
実
力
者
で
あ
り
、
経
済
・
政
治
的
政
策
に
影
響
力
を

行
使
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
す
る
。
第
三
章
で
は
同
社
の
破
産
処
理
の
過
程
を
破
産
史
料
に
基
づ
く
数
値
的
デ
ー
タ
か
ら
た
ど
り
、

確
か
に
同
社
の
債
権
回
収
に
お
い
て
奴
隷
賠
償
金
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
、
明
示
す
る
。
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ン
ド
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退
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
研
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一
　
プ
ラ
ン
タ
ー
・
本
国
貿
易
商
・
本
国
投
資
家

（
こ
旧
植
民
地
体
制
と
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム

　
イ
ギ
リ
ス
は
、
植
民
地
貿
易
独
占
を
意
図
し
て
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
～
八
世
紀
を
通
し
て
諸
航
海
法
を
発
布
し
、
原
則
的
に
植
民
地
に
本

国
以
外
と
の
貿
易
を
禁
じ
た
。
こ
の
結
果
、
西
イ
ン
ド
植
民
地
の
主
要
生
産
物
は
本
国
に
の
み
輸
出
さ
れ
、
ま
た
西
イ
ン
ド
が
必
要
と
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
晶
や
食
料
は
本
国
か
ら
の
み
購
入
可
能
と
な
っ
た
。
他
方
で
本
国
は
、
こ
の
植
民
地
に
著
し
く
不
利
な
条
件
を
緩
和
す
る
た
め
、

本
国
市
場
に
お
い
て
植
民
地
生
産
物
と
競
合
す
る
外
国
産
商
品
に
対
し
て
高
関
税
を
設
け
た
。
以
上
の
貿
易
体
制
は
旧
植
民
地
体
制
と
呼
ば
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
旧
植
民
地
体
制
は
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
（
委
託
販
売
シ
ス
テ
ム
）
と
い
う
独
特
の
取
引
方
法
を
西
イ
ン
ド
貿
易
に
測
定
化
し
た
。
こ

の
取
引
方
法
は
、
西
イ
ン
ド
植
民
地
側
に
は
生
産
者
だ
け
が
存
在
し
、
本
国
側
に
貿
易
商
が
集
中
し
て
存
在
す
る
状
態
を
前
提
と
す
る
。
以
下
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砂
糖
を
中
心
に
記
述
す
る
。
ま
ず
西
イ
ン
ド
の
砂
糖
生
産
者
（
プ
ラ
ン
タ
ー
）
は
、
毎
年
五
月
頃
か
ら
秋
に
か
け
て
マ
ス
コ
バ
ド
糖
を
本
国
に

向
け
て
出
荷
す
る
。
こ
れ
以
上
の
精
糖
は
植
民
地
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
本
下
側
の
貿
易
商
は
、
本
国
の
港
で
こ
の
船
荷
を
受
け
取
り
、
通

関
、
保
管
、
販
売
を
代
行
す
る
。
砂
糖
は
販
売
さ
れ
る
ま
で
生
産
者
の
所
有
で
あ
り
、
本
国
貿
易
商
は
販
売
を
受
託
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た

英
領
西
イ
ン
ド
産
生
産
物
は
本
国
に
輸
入
さ
れ
る
際
関
税
が
課
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
関
税
支
払
い
も
本
国
の
代
理
商
が
代
行
す
る
。
本
国
の
貿

易
商
は
マ
ス
コ
バ
ド
糖
を
国
内
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
精
糖
業
者
に
販
売
す
る
他
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
海
外
に
向
け
て
販
売
す
る
。

ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
精
糖
業
者
が
加
工
し
た
精
製
糖
の
輸
出
も
行
う
。
砂
糖
再
輸
出
の
際
に
は
関
税
が
払
い
戻
さ
れ
る
。
関
税
が
加
え
ら
れ
た
価

格
で
は
、
海
外
市
場
で
は
到
底
売
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
戻
し
税
の
手
続
き
も
本
国
代
理
商
が
行
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
旧
植
民
地
体
制
で

は
、
植
民
地
か
ら
外
国
へ
の
直
接
輸
出
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
必
然
的
に
砂
糖
は
本
国
貿
易
商
の
手
を
経
て
再
輸
出
さ
れ
る
。

　
本
国
貿
易
商
は
、
砂
糖
の
売
上
か
ら
港
湾
使
用
料
そ
の
他
諸
費
用
と
関
税
を
差
し
引
き
、
委
託
販
売
手
数
料
を
徴
収
し
た
後
、
残
額
を
生
産

者
の
預
金
ロ
座
に
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
委
託
販
売
業
務
に
は
プ
ラ
ン
タ
ー
の
預
金
管
理
業
務
が
伴
う
。

　
他
方
で
プ
ラ
ン
タ
ー
は
、
食
料
や
衣
料
品
、
肥
料
や
農
具
、
建
築
資
材
な
ど
全
て
の
必
要
物
資
を
本
国
貿
易
商
に
対
し
発
注
し
、
送
付
さ
せ

る
。
英
領
西
イ
ン
ド
は
商
品
作
物
生
産
に
特
化
し
て
い
る
た
め
食
料
生
産
が
不
足
し
、
製
造
業
も
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
外
国
や
外
国
領
か
ら

の
物
資
の
輸
入
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
必
要
物
資
は
生
産
物
売
上
の
預
金
か
ら
支
払
わ
れ
、
出
荷
し
た
生
産
物
の
帰
り
の
船

で
輸
送
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
プ
ラ
ン
タ
ー
の
全
て
の
収
入
と
支
出
は
、
本
国
で
本
国
の
貿
易
商
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
委
託
販
売
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
業
務
と
し
て
、
船
舶
の
確
保
と
海
上
保
険
仲
介
が
あ
る
。
西
イ
ン
ド
植
民
地
は
ほ
と
ん

ど
船
舶
を
有
さ
ず
、
海
上
保
険
業
も
存
在
し
な
い
の
で
、
本
国
・
西
イ
ン
ド
間
の
海
上
輸
送
で
必
要
な
船
舶
の
手
配
や
海
上
保
険
の
調
達
は
、

本
国
貿
易
商
が
担
当
す
る
。
こ
う
し
て
本
国
貿
易
商
は
、
船
舶
手
配
・
議
装
を
行
い
、
ま
た
海
上
保
険
の
仲
介
手
数
料
を
稼
ぎ
出
す
。
さ
ら
に

本
国
貿
易
商
は
し
ば
し
ば
自
ら
船
主
や
保
険
引
受
人
（
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
タ
ー
）
で
も
あ
る
の
で
、
自
分
の
船
で
委
託
荷
を
輸
送
し
、
海
上
保
険
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

引
き
受
け
、
フ
ラ
イ
ト
料
や
保
険
料
も
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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以
上
、
本
国
貿
易
商
は
、
西
イ
ン
ド
生
産
物
の
委
託
販
売
と
い
う
業
務
を
逓
し
て
、
委
託
販
売
手
数
料
、
海
上
保
険
仲
介
手
数
料
、
保
険
料
、

輸
送
料
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
収
入
を
得
る
。
こ
れ
ら
の
収
入
の
多
く
が
手
数
料
（
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
た
め
、
彼
ら
の
取
引
方
法
は
コ
ミ

ッ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
た
。

38　（986）

（
二
）
経
済
不
況
の
進
展
と
プ
ラ
ン
タ
ー
、
本
国
貿
易
商
、
本
国
投
資
家
に
対
す
る
影
響

　
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
定
着
す
る
過
程
で
、
本
国
貿
易
商
は
次
第
に
西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
タ
ー
に
対
し
て
多
大
な
資
金
を
前
貸
し
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
前
貸
し
は
、
委
託
荷
見
返
前
貸
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
委
託
荷
の
販
売
が
終
了
す
る
ま
で
生
産
者

が
収
入
を
得
ら
れ
な
い
た
め
に
案
出
さ
れ
た
制
度
で
、
貿
易
商
が
委
託
荷
を
担
保
に
生
産
者
に
前
貸
し
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
通
常
貿
易
商
は
、

委
託
荷
を
受
け
取
っ
た
後
、
あ
る
い
は
委
託
荷
が
輸
出
先
で
船
積
み
さ
れ
た
段
階
で
送
り
状
を
も
と
に
、
委
託
荷
の
半
分
か
ら
三
分
の
二
程
度

を
前
貸
し
す
る
。
こ
の
前
貸
し
は
具
体
的
に
は
生
産
者
が
購
入
す
る
物
資
に
つ
い
て
貿
易
商
宛
に
振
り
出
す
手
形
の
引
受
と
い
う
形
で
行
わ
れ

る
。

　
し
か
し
プ
ラ
ン
タ
ー
は
、
奴
隷
の
衣
食
か
ら
肥
料
・
農
機
具
ま
で
生
産
と
生
存
に
必
要
な
全
て
を
本
国
貿
易
商
か
ら
購
入
し
て
い
る
の
で
、

砂
糖
の
売
上
が
不
足
し
て
い
て
も
、
帰
り
荷
の
買
付
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
所
定
の
前
貸
し
の
率
以
上
に
手
形
を
振
り
出
す
状

態
が
生
じ
て
く
る
。
多
く
の
貿
易
商
は
元
プ
ラ
ン
タ
ー
で
取
引
先
と
知
人
で
あ
る
た
め
、
前
貸
し
の
増
加
を
拒
否
し
に
く
い
。
ま
た
新
規
参
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
貿
易
商
の
場
合
は
、
前
貸
し
率
を
高
く
す
る
こ
と
で
取
引
先
を
確
保
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
多
く
の
プ
ラ
ン
タ
ー
は
、
西
イ
ン
ド
の
生
活
の
単
調
さ
や
子
弟
の
教
育
手
段
の
欠
如
な
ど
か
ら
、
あ
る
程
度
財
を
な
す
と
西
イ
ン
ド
現

地
に
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
お
い
て
帰
国
し
た
。
こ
の
不
在
地
主
の
生
活
は
、
本
国
で
の
生
活
費
や
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
低
下
の
た
め
に
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

め
て
高
く
つ
く
も
の
だ
っ
た
。

　
プ
ラ
ン
タ
ー
へ
の
前
貸
し
が
か
さ
む
と
、
委
託
荷
だ
け
で
は
損
保
が
不
足
し
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
追
加
の
担
保
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
も
そ
も
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
購
入
や
奴
隷
購
入
の
際
す
で
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
損
保
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
手
飼
。
こ
う
し
て
本
国
貿

易
商
は
必
然
的
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
抵
当
権
者
と
な
っ
た
。

　
他
方
貿
易
商
は
、
自
己
資
金
の
ほ
か
、
銀
行
か
ら
借
り
入
れ
た
り
富
裕
層
か
ら
資
金
を
預
か
っ
て
事
業
に
使
用
し
て
い
た
。
こ
の
預
金
者
は
、

後
に
示
す
M
＆
A
社
の
史
料
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
主
、
軍
人
、
未
亡
人
な
ど
一
般
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
上
層
中
産
階
級
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、

イ
ギ
リ
ス
人
一
般
投
資
家
↓
西
イ
ン
ド
貿
易
商
↓
プ
ラ
ン
タ
ー
と
い
う
融
資
の
連
鎖
が
確
立
し
て
い
た
。

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
終
了
後
に
な
る
と
、
キ
ュ
ー
バ
や
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
の
砂
糖
生
産
拡
大
、
甜
菜
糖
の
登
場
、
東
イ
ン
ド
や
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
な

ど
ほ
か
の
英
領
植
民
地
で
の
砂
糖
生
産
の
開
始
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
、
砂
糖
価
格
は
不
可
逆
的
な
下
落
へ
向
か
う
。
イ
ギ
リ
ス
市
場
で
の
砂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

糖
価
格
は
以
前
の
半
分
ま
た
は
三
分
の
一
前
後
に
ま
で
低
下
す
る
。
こ
の
砂
糖
価
格
低
迷
は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
の
債
務
を
決
定
的
に
悪
化
さ
せ
た
。

砂
糖
の
価
格
下
落
は
直
接
に
は
売
上
を
減
少
さ
せ
、
間
接
的
に
は
委
託
荷
や
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
担
保
価
値
を
低
下
さ
せ
融
資
額
を
縮
小
さ

せ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
多
く
の
プ
ラ
ン
タ
ー
が
破
産
し
た
。
本
国
貿
易
商
は
、
掻
保
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
売
却
す
る
こ
と
で
債
権

を
回
収
し
よ
う
と
し
た
が
、
優
良
な
買
い
手
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
買
い
手
が
見
つ
か
っ
た
と
し
て
も
、
た
い
て
い
の
買
い
手
は
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

金
不
足
で
、
購
入
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
再
び
担
保
に
貿
易
商
か
ら
借
金
を
す
る
状
態
だ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
現
金
化

す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
貿
易
商
に
と
っ
て
　
八
三
〇
…
三
二
年
の
砂
糖
価
格
暴
落
は
最
後
通
牒
で
あ
り
、
一
八
三
一
年
に
は
M
＆
A
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
含
め
一
〇
社
前
後
が
破
産
し
た
。
貿
易
商
が
経
営
破
綻
す
る
と
、
彼
ら
に
財
産
を
投
資
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
投
資
家
や
預
金
者
は
資

産
を
回
収
で
き
な
く
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
西
イ
ン
ド
経
済
不
況
は
、
西
イ
ン
ド
利
害
関
係
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス

一
般
の
有
産
階
級
に
と
っ
て
直
接
的
な
問
題
と
な
る
。

　
当
時
英
領
西
イ
ン
ド
に
向
か
っ
て
吹
い
て
い
た
逆
風
は
、
砂
糖
価
格
の
下
落
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
二
五
年
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
産
砂
糖
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

税
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
英
領
西
イ
ン
ド
産
砂
糖
へ
の
特
恵
関
税
は
徐
々
に
廃
止
さ
れ
る
。
ま
た
二
三
年
五
月
下
院
は
奴
隷
制

39　（987）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
将
来
的
廃
止
を
決
議
し
、
一
〇
年
後
の
三
三
年
八
月
に
は
奴
隷
制
廃
止
法
が
可
決
さ
れ
る
。
以
上
は
、
一
八
二
〇
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
の
上
層

中
産
階
級
の
大
半
が
自
由
貿
易
主
義
と
奴
隷
綱
廃
止
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
理
念
的
に
自
由
貿
易
や
奴
隷
制
廃

止
を
支
持
し
、
旧
植
民
地
体
制
や
英
領
西
イ
ン
ド
奴
隷
制
経
済
を
恩
嚇
し
始
め
た
イ
ギ
リ
ス
有
産
階
級
の
人
々
の
多
く
は
、
無
自
覚
の
う
ち
に

資
金
運
用
を
通
し
て
西
イ
ン
ド
経
済
に
利
害
を
持
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
英
領
西
イ
ン
ド
経
済
の
崩
壊
が
自
ら
に
及
ぼ
す
打
撃
に
つ
い
て
い
つ
自

覚
し
た
か
は
即
答
で
き
な
い
問
題
だ
が
、
一
八
三
〇
⊥
一
一
二
年
砂
糖
価
格
暴
落
時
点
に
は
す
で
に
そ
の
自
覚
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
の
翌
年
の
奴
隷
制
廃
止
法
に
は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
に
喪
失
す
る
奴
隷
の
価
値
を
一
部
補
償
す
る
奴
隷
賠
償
綱
度
が
付
加
さ
れ
、
そ
れ
を

通
し
て
プ
ラ
ン
タ
ー
に
投
下
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
有
産
階
級
の
債
権
が
回
収
さ
れ
る
仕
組
み
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
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巳
賦
雌
跳
Φ
．
、
障
ぎ
謹
ミ
§
越
駄
§
淘
＆
ミ
顛
動
馬
。
ミ
ミ
き
駐
§
9
謎

　
象
詳
く
。
轡
締
闇
一
り
認
も
℃
．
Q
。
り
『
一
〇
メ

②
西
イ
ン
ド
貿
易
商
の
事
業
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
の

　
委
託
代
理
商
ー
ジ
ョ
ー
ジ
・
ブ
イ
リ
ッ
プ
ス
と
海
上
保
険
営
業
－
」
『
経
営
史

　
学
瞼
三
六
（
二
）
、
二
〇
〇
一
年
、
　
一
一
三
六
頁
、
お
よ
び
門
英
領
西
イ
ン
ド
貿
易

　
と
ロ
ン
ド
ン
委
託
代
理
商
業
の
成
長
」
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
入
文
・
社

　
会
』
五
七
号
、
二
〇
〇
五
年
～
二
月
、
五
七
－
七
五
頁
。

＠＠＠＠＠＠＠＠
差
。
心
乱
濫
費
Φ
辞
醇
き
象
さ
§
轟
各
誌
§
晒
い
。
注
o
p
一
㊤
α
ρ
署
』
簿
よ
’

竈
ミ
も
や
逡
㎝
掴
◎

奪
ミ
】
b
』
お
・

風
騒
α
q
象
斜
魯
9
．
計
や
も
。
8
．
G
o
ぽ
門
田
p
魯
9
跳
も
．
罐
O
．

℃
費
Φ
ρ
愚
註
昏
も
．
悼
8
9

ω
竃
鼠
詠
p
魯
§
も
U
畠
．

添
田
α
q
卿
F
愚
．
§
も
9
も
。
①
メ

奪
ミ
も
．
凸
O
．

40　（988）

ニ
　
マ
ニ
ン
グ
＆
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
社
の
経
営
と
破
綻
へ
の
道
筋

（
こ
マ
ニ
ン
グ
家
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ

破
産
時
の
M
＆
A
社
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
（
一
七
六
三
－
一
八
三
五
）
と
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
ニ
ン
グ
の
兄
弟
、
お
よ
び
ウ
ィ
リ
ア

ム
の
女
婿
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ヴ
ィ
コ
ン
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
（
以
後
」
・
L
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
）
（
～
七
九
二
…
一
八
七
四
）
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
共



一八三〇一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（川分）

同
経
営
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
ン
グ
家
は
ジ
ャ
マ
イ
カ
や
セ
ン
ト
・
キ
ッ
ツ
島
に
領
地
を
も
つ
プ
ラ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
が
、
一
七
五
〇
年
代
に
ウ
ィ

リ
ア
ム
の
父
が
帰
英
し
ロ
ン
ド
ン
で
貿
易
商
会
を
開
業
し
、
一
七
六
〇
年
代
に
は
ケ
ン
ト
州
に
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
と
い
う
カ
ン
ト
リ
ー
・
ハ
ウ

ス
を
構
え
る
程
に
成
功
し
て
い
た
。
他
方
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
母
は
、
セ
ン
ト
・
キ
ッ
ツ
島
と
デ
ン
マ
ー
ク
領
セ
ン
ト
・
ク
ロ
イ
島
の
プ
ラ
ン
タ
ー
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ラ
イ
ア
ン
家
の
出
身
で
あ
る
。

　
一
七
八
○
年
代
の
マ
ニ
ン
グ
商
会
の
経
営
者
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
、
彼
の
姉
の
夫
で
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
出
身
で
あ
っ
た

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
下
院
議
員
で
、
経
営
に
は
ほ
と
ん
ど
関
与

し
な
か
っ
た
。
彼
は
非
国
教
徒
で
ア
メ
リ
カ
独
立
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
支
持
し
た
最
左
派
で
あ
り
、
一
七
九
四
年
に
枢
密
院
か
ら
取
り
調
べ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

受
け
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
で
終
生
を
送
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
と
の
共
同
経
営
は
、
枢
密
院
取
り
調
べ
直
前
の
九
四
年
四
月
末
に

　
　
　
　
③

解
消
さ
れ
た
。

　
ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
は
J
・
し
の
父
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ク
タ
ー
の
父
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
は
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ

ア
の
外
科
医
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ク
タ
ー
は
最
初
の
妻
ア
ン
・
オ
リ
ヴ
ァ
ー
と
の
問
に
J
・
L
を
も
う
け
、
ア
ン
の
死
後
メ
ア
リ
・
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ン
ナ
・
カ
サ
メ
イ
ジ
ャ
ー
と
再
婚
し
た
。
カ
サ
メ
イ
ジ
ャ
ー
家
は
西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
タ
ー
で
ユ
グ
ノ
ー
の
家
系
で
あ
る
。

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
は
～
七
九
四
年
下
院
に
初
当
選
し
、
会
社
の
実
務
か
ら
離
れ
た
。
こ
の
際
補
充
の
人
員
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

マ
ニ
ン
グ
の
二
度
目
の
妻
の
姉
の
息
子
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
が
入
社
し
、
一
八
一
〇
年
ま
で
勤
務
し
た
。
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ト
家
は
一
七
世
紀
末
駐
英
し
た
ユ
グ
ノ
ー
系
ロ
ン
ド
ン
貿
易
商
で
あ
る
。
こ
の
後
J
・
L
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
が
入
社
し
、
一
八
一
六
年
に
は
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヨ
ン
・
プ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
が
引
退
し
た
。

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
の
最
初
の
妻
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
大
銀
行
家
ア
ベ
ル
・
ス
ミ
ス
（
一
七
一
七
…
一
七
八
八
）
の
娘
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
家
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
の
小
地
主
出
身
で
、
一
七
世
紀
後
半
に
同
地
で
銀
行
を
開
業
し
、
一
七
五
九
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
で
ス
ミ
ス
・
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

イ
ン
＆
ス
ミ
ス
社
（
以
下
S
P
S
社
と
略
）
を
開
業
、
そ
の
後
ハ
ル
、
リ
ン
カ
ー
ン
に
も
進
出
し
た
。
ス
ミ
ス
家
は
ハ
ル
で
ロ
シ
ア
貿
易
商
ウ
ィ

41 （989）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
家
と
パ
1
ト
ナ
ー
，
と
な
り
、
姻
戚
に
も
な
っ
た
。
こ
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
マ
ニ
ン
グ
家
も
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
家
と
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

人
・
姻
戚
関
係
に
入
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
家
は
奴
隷
制
廃
止
運
動
を
主
導
し
た
政
治
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
　
族
だ
が
、
西
イ
ン
ド
利
害
を
代
表
す
る
政
治
家
だ
っ
た
マ
ニ
ン
グ
と
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
は
個
人
的
に
は
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
。

　
マ
ニ
ン
グ
の
二
回
目
の
妻
は
メ
ア
リ
・
ハ
ン
タ
ー
、
そ
の
父
は
ヘ
ン
リ
・
ル
ノ
イ
・
ハ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
彼
は
ロ
ン
ド
ン
の
リ
ネ
ン
・
ド

　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

レ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
タ
ー
家
に
つ
い
て
は
D
N
B
は
く
①
舞
§
①
と
い
う
イ
タ
リ
ア
系
の
一
族
、
カ
ト
リ
ッ
ク
事
典
は
く
①
器
賛
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
ユ
グ
ノ
ー
の
家
系
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
メ
ア
リ
の
姉
エ
レ
ノ
ア
は
一
七
六
七
年
越
ミ
ュ
エ
ル
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
と
結
婚
し
ジ
ョ

ン
・
バ
ー
ナ
ー
ド
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
も
う
け
た
。

　
次
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
自
身
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
彼
は
～
七
九
四
年
三
一
歳
で
下
院
に
初
当
選
、
以
後
破
産
前
年
の
一
八
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

年
ま
で
連
続
三
六
年
間
下
院
議
員
を
つ
と
め
た
。
ま
た
一
七
九
二
年
か
ら
一
八
三
一
年
ま
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
重
役
を
つ
と
め
、
一
八
一

〇
一
一
二
年
に
は
副
総
裁
、
一
八
一
二
一
一
四
年
に
は
総
裁
で
あ
っ
た
。

　
彼
の
西
イ
ン
ド
関
連
の
政
治
活
動
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
八
〇
四
年
六
、
七
月
に
は
彼
は
、
奴
隷
貿
易
廃
止
法
案
の
結
果
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

侵
害
や
損
失
を
被
る
人
々
に
対
す
る
最
も
適
切
な
補
償
の
方
法
を
調
査
す
る
委
員
会
設
置
を
求
め
る
動
議
を
下
院
に
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
一

八
〇
七
年
二
月
奴
隷
貿
易
廃
止
法
が
可
決
さ
れ
た
時
に
は
、
「
国
王
命
令
や
議
会
の
裁
可
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
た
土
地
を
購
入
し
た
人
々
、
次

に
黒
人
暴
動
、
戦
禍
、
敵
の
侵
入
で
財
産
の
損
失
を
被
っ
た
人
々
」
に
補
償
を
行
う
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。
同
年
西
イ
ン
ド
経
済
の
不
況
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

原
因
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
と
公
開
文
書
で
討
論
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
二
〇
年
代
記
イ
ン
ド
の
経
済
不
況
が

深
刻
に
な
っ
て
く
る
と
、
彼
は
西
イ
ン
ド
会
社
と
い
う
株
式
会
社
の
計
画
を
熱
心
に
推
進
し
た
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
投
資
を
広
く
集
め
、
プ

ラ
ン
タ
ー
・
貿
易
商
の
資
金
不
足
を
救
お
う
と
考
え
て
い
た
。
一
八
二
三
一
五
年
彼
は
下
院
で
西
イ
ン
ド
会
社
法
案
を
提
出
し
、
何
度
か
読
会

　
　
　
　
　
　
⑱

を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
法
案
の
趣
旨
は
理
解
さ
れ
ず
、
廃
案
と
な
っ
た
。
他
方
で
こ
の
時
期
は
、
奴
隷
制
廃
止
の
回
避
手
段
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
⑲

西
イ
ン
ド
委
員
会
側
か
ら
奴
隷
待
遇
改
善
計
画
が
提
案
さ
れ
、
植
民
地
側
と
の
調
整
が
行
わ
れ
る
が
、
マ
ニ
ン
グ
は
こ
う
し
た
動
き
の
中
心
に

42　（990）
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⑳

あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
奴
隷
の
改
宗
・
道
徳
的
教
導
に
関
わ
る
団
体
に
属
し
、
西
イ
ン
ド
へ
の
聖
職
者
派
遣
の
資
金
援
助
な
ど
も
行
っ
た
。

　
三
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
与
党
の
有
力
政
治
家
で
あ
り
金
融
・
西
イ
ン
ド
問
題
の
専
門
家
で
も
あ
っ
た
マ
ニ
ン
グ
の
会
社
の
破
綻
が
、
イ
ギ
リ

ス
政
界
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
、
奴
隷
賠
償
制
度
等
の
政
策
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
非
常
に
重
要
で

あ
る
。
し
か
し
議
会
史
料
や
討
論
に
は
西
イ
ン
ド
不
況
や
貿
易
商
破
産
に
つ
い
て
の
全
体
的
議
論
は
あ
る
が
、
個
々
の
会
社
に
つ
い
て
の
言
及

は
な
い
。
ま
た
マ
ニ
ン
グ
は
破
産
～
年
前
に
政
界
を
引
退
し
た
の
で
、
彼
が
自
ら
奴
隷
賠
償
制
度
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

も
そ
も
奴
隷
賠
償
制
度
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
議
会
で
十
分
に
審
議
さ
れ
る
間
も
な
く
、
早
急
に
内
容
が
決
定
さ
れ
た
制
度
で
も
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
M
＆
A
社
の
破
産
が
政
府
の
政
策
決
定
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
し
か
し
、
マ
ニ
ン
グ
の
よ

う
な
有
力
政
治
家
の
没
落
は
政
界
中
枢
部
に
深
刻
な
不
安
を
与
え
、
速
や
か
な
救
済
策
決
断
に
つ
な
が
っ
た
と
推
論
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
あ

ろ
う
。

（
二
）
M
＆
A
社
の
事
業
内
容

　
M
＆
A
杜
の
営
業
史
料
は
残
さ
れ
て
い
ず
、
事
業
活
動
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
は
な
い
。
し
か
し
、
プ
ラ
ン
タ
ー
兼
ブ
リ
ス
ト
ル
の
西
イ
ン

ド
貿
易
商
で
あ
っ
た
ピ
ニ
ー
家
に
つ
い
て
の
史
料
・
研
究
や
、
M
＆
A
社
の
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
が
書
き
残

し
た
手
短
な
手
記
か
ら
、
ま
た
破
産
処
理
の
過
程
で
裁
判
所
に
残
さ
れ
た
破
産
史
料
か
ら
、
だ
い
た
い
の
事
業
内
容
が
わ
か
る
。

　
ピ
ニ
ー
家
に
つ
い
て
は
一
七
六
〇
年
代
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
営
業
文
書
が
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

チ
ャ
ー
ド
・
ペ
ア
ー
ズ
の
詳
細
な
調
査
が
有
名
で
あ
る
。
筆
者
が
直
接
確
認
し
た
史
料
で
は
、
ピ
ニ
ー
家
は
マ
ニ
ン
グ
商
会
に
対
し
、
ネ
ヴ
ィ

ス
島
の
ピ
ニ
ー
家
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
送
付
す
る
砂
糖
と
綿
花
の
委
託
販
売
と
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
海
上
保
険
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
中
に
は
、
オ
ー
ス
テ
ン
デ
の
マ
ニ
ン
グ
の
会
社
に
砂
糖
を
委
託
す
る
と
い
う
記
述
も
あ
り
、
マ
ニ
ン
グ
商
会
が
オ
ラ
ン
ダ
方
面
に
代
理

店
を
も
ち
、
英
領
西
イ
ン
ド
生
産
物
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
再
輸
出
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
ピ
ニ
ー
家
は
帰
り
荷
の
ほ
と
ん
ど
を
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㊧

マ
ニ
ン
グ
商
会
に
依
頼
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
塗
料
、
マ
デ
ィ
ラ
酒
、
乾
燥
豆
・
穀
物
類
・
小
麦
、
鋳
鉄
・
鋼
鉄
、
錠
な
ど
だ
っ
た
。
以

上
か
ら
こ
の
時
期
マ
ニ
ン
グ
商
会
は
、
委
託
販
売
・
帰
り
荷
の
買
付
、
海
上
保
険
業
務
等
か
ら
な
る
典
型
的
な
西
イ
ン
ド
委
託
代
理
商
業
を
営

ん
で
い
た
と
い
え
る
。

　
ピ
ニ
ー
家
は
一
七
八
○
年
代
に
帰
甚
し
ブ
リ
ス
ト
ル
で
貿
易
商
会
を
開
業
す
る
が
、
マ
ニ
ン
グ
商
会
は
ピ
ニ
ー
商
会
開
業
時
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ

　
　
　
　
　
　
⑳

ス
を
与
え
て
い
る
。
ピ
ニ
i
商
会
の
よ
う
な
小
規
模
な
新
興
の
地
方
商
社
か
ら
み
れ
ば
、
マ
ニ
ン
グ
商
会
は
首
都
の
先
輩
格
の
大
商
社
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
の
手
記
は
～
七
九
四
年
か
ら
一
八
一
〇
年
の
マ
ニ
ン
グ
商
会
の
様
子
を
物
語
る
。
こ
の
こ
ろ
同
社
の
資
本
金
は
四
万
ポ
ン

ド
、
年
利
益
は
二
万
ポ
ン
ド
で
非
常
に
繁
栄
し
て
い
た
。
ま
た
間
社
は
「
預
金
銀
行
。
げ
。
器
Φ
○
｛
餌
越
。
ω
冨
」
で
も
あ
り
、
預
金
を
預
か
っ
て

～
○
％
の
金
利
で
貸
し
付
け
て
い
た
。
後
に
見
る
破
産
史
料
に
よ
る
と
同
社
の
預
金
金
利
は
五
％
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
貸
付
業
務
で
貸
付
金
利

と
借
入
金
利
の
差
額
の
五
％
の
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
は
、
マ
ニ
ン
グ
商
会
を
「
非
常
に
不
安
定
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
先
代
の
マ

ニ
ン
グ
が
資
金
の
大
半
を
事
業
か
ら
引
き
上
げ
二
人
の
娘
に
与
え
た
た
め
、
当
主
の
マ
ニ
ン
グ
は
資
本
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
、
ま
た
ア
ン
ダ
ー

ド
ン
も
資
本
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
の
表
現
で
は
「
こ
の
商
会
の
名
目
の
資
本
金
は
四
万
ポ
ン
ド
」
で
あ
り
、

マ
ニ
ン
グ
氏
は
西
イ
ン
ド
領
地
な
ど
の
私
財
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
「
決
し
て
彼
の
出
資
額
は
完
納
さ
れ
な
か
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
資
本
金
が

満
額
存
在
し
な
い
一
方
で
、
取
引
先
の
プ
ラ
ン
タ
ー
へ
の
貸
付
は
二
〇
万
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
た
。
自
己
資
本
が
不
十
分
な
M
＆
A
社
は
、
借

入
や
預
金
な
ど
他
人
資
本
に
著
し
く
頼
っ
て
こ
れ
ら
の
巨
額
の
融
資
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
融
資
先
の
プ
ラ
ン
タ
ー
が
返
済
不
能

に
な
れ
ば
、
M
＆
A
社
も
即
座
に
預
金
者
に
対
し
て
支
払
い
不
能
に
な
る
構
造
だ
っ
た
。

　
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
の
手
記
は
、
彼
が
M
＆
A
社
破
産
で
大
き
な
損
失
を
被
っ
た
後
に
書
か
れ
て
お
り
、
批
判
的
に
す
ぎ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
M
＆
A
社
の
破
産
原
因
を
考
え
る
上
で
重
要
な
証
言
と
考
え
ら
れ
る
。
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ハ
三
）
破
産
前
の
事
業
の
状
況

一八憲○一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（J【［分）

　
次
に
破
産
史
料
か
ら
破
産
前
の
事
業
内
容
と
経
営
の
状
況
を
確
認
す
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
破
産
の
法
的
処
理
は
一
五
七
一
年
か
ら
一
八
三
一
年
ま
で
大
法
富
府
裁
判
所
に
所
属
す
る
破
産
委
員
裁
判
所
に
委
任
さ
れ
て

い
た
が
、
一
八
三
一
年
破
産
裁
判
所
法
制
定
後
こ
れ
は
破
産
裁
判
所
と
し
て
常
設
化
さ
れ
た
。
現
在
破
産
委
員
裁
判
所
及
び
破
産
裁
判
所
の
史

料
は
イ
ギ
リ
ス
公
文
書
館
で
ゆ
ゲ
冨
と
い
う
カ
タ
ロ
グ
記
号
の
も
と
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
b
d
ら
。
が
審
査
や
宣
誓
供
述
な
ど
旦
ハ

体
的
な
破
産
処
理
手
続
の
過
程
で
生
じ
た
書
類
で
あ
る
。
M
＆
A
社
破
産
に
関
わ
る
文
書
は
し
d
ω
＼
ω
①
N
①
、
欝
付
は
一
八
三
一
年
九
月
六
β
か

ら
～
八
三
七
年
四
月
二
九
日
に
わ
た
る
。
M
＆
A
社
の
破
産
は
新
体
舗
実
施
の
直
前
で
あ
っ
た
た
め
、
旧
体
制
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
破

産
史
料
に
は
M
＆
A
社
の
パ
ー
ト
ナ
ー
及
び
従
業
員
の
供
述
、
破
産
時
M
＆
A
社
が
保
有
し
て
い
た
動
産
・
不
動
産
の
明
細
、
債
権
者
と
債
務

者
の
名
簿
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
か
ら
破
産
前
の
経
営
状
況
が
推
定
で
き
る
。

　
ま
ず
従
業
員
の
未
払
い
給
与
の
債
権
申
し
立
て
に
関
わ
る
供
述
を
見
て
い
く
と
、
同
社
の
社
員
構
成
及
び
担
当
業
務
が
明
ら
か
と
な
る
。
最

古
参
の
主
席
従
業
員
は
、
三
八
年
同
社
に
勤
め
た
と
い
う
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
ン
ガ
ム
で
あ
る
。
彼
の
担
当
業
務
は
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ

と
J
・
」
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
の
名
前
で
行
わ
れ
る
保
険
引
受
業
」
と
そ
の
他
の
会
社
の
全
般
的
業
務
で
、
こ
れ
に
対
し
固
定
給
年
二
〇
〇
ボ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ド
を
得
て
い
た
。
彼
は
こ
れ
以
外
に
西
イ
ン
ド
生
産
物
の
仲
買
業
務
を
行
い
、
歩
合
給
を
年
二
五
〇
～
五
〇
〇
ポ
ン
ド
ほ
ど
得
て
い
た
。
次
に
、

固
定
給
年
六
〇
～
三
四
〇
ポ
ン
ド
の
書
記
平
角
名
が
お
り
、
常
勤
の
御
者
と
従
僕
が
各
一
名
い
た
。
こ
の
ほ
か
同
社
か
ら
定
期
的
な
給
与
を
得

て
い
た
者
と
し
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
リ
ン
グ
ハ
ー
ス
ト
が
い
る
。
彼
は
船
長
と
し
て
M
＆
A
社
の
船
荷
の
輸
送
に
二
八
年
以
上
あ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
た
が
、
引
退
後
は
月
八
ギ
ニ
ー
（
年
収
約
工
五
〇
ポ
ン
ド
）
で
ロ
ン
ド
ン
港
で
同
社
船
舶
の
馬
装
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
固
定
給
年
三
〇
〇
ポ
ン
ド
で
農
地
経
営
・
砂
糖
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

産
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
。
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表1①M＆A社が所有していた西インド・プランテーション（£）

プランテーション名 所在地 簿価 抵当権者 競売の年月日
売却

ｿ格
奴隷

?償?

Estate　of　the　Late

oatrick　Birke
St．　K玉tts 21，782 Smith，　Pay礁e＆Smkhs 1835年ユ月22臼 不明

01iver’s　Es£ate SむKitts 8，783 John　Proctor　Andeldon 1832年U月10目 3，500

Phipps’s　Es£ate S宅，Kitts 7，200 Edward　Hyde　East 不明

Palrゾs　Estate St，　Kitts 10，397 なし 1837年1月 5500

Mome’s　Estate St．　Kit匙s 11，93ユ Harman，　Baring＆Others ユ835年1月22日 3，920

Spoone〆s　Estate
iNichola＋Cayon）

St．　Kitts 17，155
　Har瓜an，Baring＆Ot穀eτs

1835年1月22日 5，300

Woodley’s　Pro｛it
dstate

St，　Ki亀ts 27ρ38 なし 殉売却されず 666

Seaforth’s　Estate Antigua 12，325 John　Proctor　A且derdo夏 1836年2月1日 3，000

Little　Duef’s　Estate Antigua 4β82 Freeman　Anderdon 不明

Morning　Star　Estate Nevis 23，796 Lord　Feversham 抵当権者に譲渡（1837年6月）

Powelrs　Estate Nevis 3，392 Bosanquet＆Company 売却されず 698

Brechin　Castle
dstate

Trinidad 4ユ，393 Slnith，　Payne＆Smiths ユ835年1月22日 不明

Orange　VaUey
dstate

Trinidad 34，764 Smith，　Payne＆Smiths ユ835年1月22日 不明

Negr。　Baジ St．　Cro三x 25ρ00 John　Proctor　Anderdo琵 1836年2月1日 5，350

合計 249β32 1，364

’Negro　Bayは会社の所有ではなく、William　Manningの個人資産。

B3／3626　The　National　Archivesより作成

表1②M＆A社が借地権を持っていた西インド・プランテーション（£）

プランテーション名 所在地 簿価

Bourryan　Esta重e St。　Kitts 3，900

Greenland　Estate St。　Ki£ts ユ，5ユ6

Brisco’s　Estate St．　Ki匙ts 9，583

Blake’s　Estate Montserra毛 1，389

Gatewaゾs　Estate Montserrat 2，553

合計 ！8，941

B3／3626　The　National　Archivesより作成
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一八三〇一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（川分）

　　　　　表1③M＆A社が抵当権をもっていた西インド・プランテーション（£）

プランテーション名 所在地 転抵当権者

M＆A社の抵当権の債権金額

売却価格 奴隷賠
梛

Johnson’s　Estate St．　Kitts Robert　Holfoτd 不明 売却されず 2，797

Stone　Cast正e£state St，　Kitts RoberξHolford 不明 売却されず 950

Estr三dge’s旦s£ate St，　Kit匙s Slnith，　Payne＆Smiths 10，916 1，420

Cuningha皿’s　Esta之e St，　Kitts Smi撫，　Payne＆S皿iths 6，473 520

the　Late　Joseph
qaw夏ins’Estate

St．　Kltts なし 4，038 不明 不明

Mardenborough’s　Es亡ate S亡，K：itts Robert　Holford 3β86 売却されず 1，117

Belle　Tete　Estate
iHR，Semper’s　Estate）

St．　Kitts なし 7，210 売却されず 3，749

J，W．　Mayna∫d’s　Esta匙e Nevis Robert　Holfαd 5，345 不明 不明

Big　Duer’s　Estate Antigua Robeτt　Holford 12，782 不明 不明

Car正is豆e’s　Estate Antigua Robert　Holford 5，794 売却されず 5，523

合計 55，944 14，136

B3／3626　The　National　Archivesより作成

表2①債務者

債務額 推定される債務者・債務の性質

西インド・プランターと推定される者（83名） 167，655 借り入れ

ロイズを住所とする者（12名） 145 保険引受入　保険料

John　Lavicont　Anderdon 4β10 資本金未納分

Benlamin　Vaughan 124 元パートナー

そのほか（216名） 15，161 ロンドン商人・製造業者

合　計 187，395

B3／3626　The　National　Archivesより作成

ナ
ー
の
名
前
を
使
い
つ
つ
、
事

実
上
は
会
社
の
業
務
と
し
て
保

険
引
受
業
を
行
っ
て
い
た
。

　
破
産
時
M
＆
A
社
が
所
有
・

管
理
し
て
い
た
動
産
は
、
大
樽

約
七
〇
〇
個
と
中
樽
五
三
〇
個

の
砂
糖
、
大
憲
約
五
〇
〇
個
の

ラ
ム
酒
、
大
邦
二
八
個
の
モ
ラ

セ
ス
と
、
三
隻
の
船
の
部
分
所

有
権
（
各
五
分
目
一
、
四
分
の
～
二
、

鮒⑲47

　
以
上
は
、
同
社
が
通
常
の
委

託
代
理
商
業
の
他
に
、
保
険
引

受
業
を
行
い
、
船
主
で
も
あ
っ

た
こ
と
、
砂
糖
生
産
に
も
直
接

携
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

保
険
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
時

ロ
イ
ズ
の
規
定
に
よ
り
保
険
引

受
人
は
個
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
が
、
同
社
は
パ
ー
ト



表2②西インド・プランターと推定される者（83名）のうち1000ポンド以上の債務者（24名）

住所 ’　　　　　　氏名（領地名） 債務額（£）

Antigua 故」・hn　Duerの領地 12782　，

Antigua 故Lady　Lavingto■の領地 5，794

Grenada Mount　Horne　Preasant　Estate 6ρ00

不明 Anthony　Cunningham 6，473

Nevis Josiah　W．　Maynard 5，345

St．　Kitts J．H．　Raw｝ins’s　Camp　Estate 14446　，

St，　Kitts S互edman　Rawlins 13，109

St，　Kit重s John　Estridgeの遺言執行人 ユO，916

SしKitts John　H，　Rawlinsの領地 18，281

St，　Kitts Joseph　Rawlinsの領地 4，038

St．　Kitts George　W，　Mardenborough 3，386

St，　Ki士ts Be1夏e　Tete　Es宅ate 7，210

St．Klitts Nicholas　Henry 1，463

St，　Vincent Akers’s　Estateの判決債務 3，509

Tr童n圭dad Francis　Bickley 2β96

Trinidad Wimam　Hewitson 3，475

Trin玉dad Alexander　Macw重lliamの選言執行人 3，548

Trinidad Ma豆gretOut　Estate ユ，094

Trinidad Saint　Clair　Estate 5，165

故人・住所空欄 Justin　Casamajorの領地 7，485

故入・住所空欄 Hangerford　Spoonα 6ρ46

故人・住所空欄 Rober£Tuiteの領地 4，69ユ

故人・住所空欄 Wilham　Woodleyの遺言執行人 1，134

故人・住所空欄 Woodleyが設定した抵当権の利子支払い延滞分 8，580

合　計 156，866

B3／3626　The　National　Archivesより作成

賃
借
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
。
以
上
の
ブ
ラ
ン

ド
領
地
を
所
有
し
、
②

は
二
万
ポ
ン
ド
近
く
を

（
表
1
③
）
に
分
類
さ

れ
て
い
る
。
表
1
①
は

M
＆
A
社
が
簿
旧
約
二

五
万
ポ
ン
ド
の
西
イ
ン

権
を
持
っ
て
い
た
も
の

も
の
（
表
1
②
）
、
抵
当

①
）
、
賃
借
し
て
い
た

し
て
い
た
も
の
（
表
1

こ
れ
か
ら
も
同
社
が
砂

糖
等
の
委
託
販
売
商
及

び
船
主
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
⑳

が
解
る
。

　
次
に
不
動
産
の
明
細

は
、
M
＆
A
社
が
所
有

四
分
の
一
）
で
あ
り
、
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一八三〇一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（川分）

表3①　債権者

債権者 債権総額（£） 推定される債権の性質

抵当権者 138，750 貸付

西インド・プランターと推定される者 15，637 口座残罪

ロイズが柱所地の暫 3，461 保険引受人の保険料

一
般
債
権
者

船・船主 3，321 フライト料

従業員 4，423 給与・未払い分＋預金・前貸し金

その他
i商人、預金者・投資家、不明分）

2｛）8，780
商人…商品代金未払い分
a金者・投資家…預金・投資金

合　計 374β72
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⑳

テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
約
四
三
〇
〇
人
の
奴
隷
が
い
た
。
ま
た
③
は
、
M
＆
A
社
が
他
の
プ
ラ
ン

タ
ー
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
担
保
に
約
五
万
六
千
ポ
ン
ド
の
貸
付
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
次
に
M
＆
A
社
の
債
務
者
と
債
権
者
の
リ
ス
ト
を
分
析
す
る
。
こ
の
リ
ス
ト
は
住
所
氏
名
し

か
記
載
し
て
い
な
い
が
、
債
権
者
の
一
部
に
つ
い
て
は
宣
誓
供
述
が
残
っ
て
い
て
職
業
や
債
権

の
内
容
が
わ
か
る
。
他
方
債
務
者
の
供
述
は
一
切
な
く
、
そ
の
職
業
や
債
務
の
内
容
は
住
所
氏

名
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。

　
ま
ず
債
務
者
全
体
の
状
況
を
表
2
①
に
示
す
。
債
務
者
総
数
は
三
一
三
名
で
、
彼
ら
が
M
＆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

A
社
に
負
っ
て
い
た
債
務
総
額
は
約
一
八
万
八
○
○
○
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
住
所
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
タ
ー
と
推
定
さ
れ
る
者
は
八
三
名
、
そ
の
債
務
総
額
は
約
　
六
万
八
○
○

○
ポ
ン
ド
で
全
債
務
の
九
〇
％
近
い
。
つ
ま
り
債
務
の
ほ
と
ん
ど
が
プ
ラ
ン
タ
ー
の
借
金
だ
っ

た
。
ま
た
彼
ら
の
う
ち
千
ポ
ン
ド
以
上
の
債
務
を
持
っ
て
い
た
者
を
表
2
②
に
示
す
が
、
こ
れ

を
見
る
と
一
部
の
プ
ラ
ン
タ
ー
が
巨
額
の
債
務
を
負
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　
表
2
①
に
も
ど
る
。
他
の
債
務
者
で
職
業
が
推
定
で
き
る
の
は
、
ロ
イ
ズ
・
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ

ウ
ス
を
住
所
と
す
る
一
二
名
、
債
務
総
額
一
四
五
ポ
ン
ド
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
彼
ら
は
保
険

引
受
仲
介
業
者
で
あ
り
、
債
務
の
内
容
は
保
険
料
の
未
払
い
分
と
考
え
ら
れ
る
。
」
・
L
・
ア

ン
ダ
ー
ド
ン
の
債
務
は
出
資
金
の
未
納
分
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
債
権
者
全
体
の
状
況
を
表
3
①
に
示
す
。
債
権
者
は
総
勢
三
八
三
名
で
債
権
総
額
は
三

七
万
四
三
七
ニ
ポ
ン
ド
に
上
る
。
債
権
者
は
抵
当
権
者
と
一
般
債
権
者
に
大
別
さ
れ
る
。
抵
当
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表3②抵当権者

抵当権者 職業 聞柄
債権額
i£）

貸付を行った時期

担保物件

1823年1ユ月

Combe　Bank，　Kent，　Englan（玉

arechin　Castle£state，　Tri．
獅奄р＝i至Cunn三ngham’s　Esねte，

rt．　Kittsの抵幽権

Abel　Smith／Smith

oayne＆Smiths
銀行 姻戚 51β09

1829年4月
Estrage’s　Estate，　St．Kittsの

?当権

1830年5月 Birke’s　Estate，　St．　Kitts

1831年5月 Orange　Val豆ey　Es匙ate，　Trinidad

」。hn　P．　Anderdon 商入 パートナー
ﾌ父

15ρ00

エ831年7月
Seafoτth’s　Estate，　Antigua
nliver’s　Estate，　St，　K1tts

183ユ年8月 Negro　Bay　Estate，　St．　Croix

S三rJ．B．

aosanquet 法暫
元パートナー

ﾌ親族
5，120

Sir

ddward　Hyde　Eas匙
下院議員 友人 4，446

Alexander　Baring
銀行・

ｺ院議員
特になし 5，119

183ユ年3月

Spooner’s　Cayon　Estate，　St．

jitts　　Spooner’s　　Nichola

sown　Estate，　St．　Kitts　Mor－
獅?’ 刀@Estate，　St．　Kitts

Jeremiah　Harman 銀行 特になし 5，102

John　Pearse
銀行・

ｺ院議員
特になし 5ρ00

Charles　Bosa丑quet 商人 元パートナー 11，1！1 不明 PowelPs　Estate，　Nevis

Freeman　Andeτdon 不明 親族 11，131 不明 Li重tle　Duer’s　Es重ate，　Antigua

Lord　Feversha凱 政治家 友人 5ρ00 不明 Morning　Star　Estate，　Nevis

Robert　Holfo∫d 法曹
元パートナー

ﾌ姻戚 20，412 不明

Johnsoゴs　Estate，　S£one　Castle

ds宅ate，　Mardenbourgh’s

dstate，　J，　W．　Maynard’s

ds匙ate，　Big　Duer’s　Estate，

barllsle’s　Estateの抵当権

合計 138，750

B3／3626　The　National　Archives　yor三より作成

る⑳1
。　ド

エ　は

兄
、
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ル
フ

ォ
ー
ド
は
彼
ら
の
義
兄
で

ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
は
そ
の

ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・

ッ
ト
は
元
パ
ー
ト
ナ
ー
、

ヤ
ー
ル
ズ
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ

ン
は
J
・
し
の
弟
、
チ

リ
！
マ
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ド

ト
ナ
i
J
・
し
の
父
、
フ

元
パ
ー
ト
ナ
ー
兼
現
バ
ー

タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
は

ミ
ス
は
マ
ニ
ン
グ
の
義
理

　
⑭

の
甥
、
ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ク

者介
で
あ
る
。
ア
ベ
ル
・
ス

し
た
マ
ニ
ン
グ
家
の
縁

権
者
の
詳
細
は
表
3
②
に

示
し
た
が
、
彼
ら
の
ほ
と

ん
ど
は
本
章
第
一
節
で
紹
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一八三〇一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（川分）

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

イ
ド
・
イ
ー
ス
ト
、
フ
ァ
ヴ
ァ
ー
シ
ャ
ム
卿
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
と
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ジ
ェ
レ
ミ
ア
・
ハ
ー
マ

盤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ン
、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ベ
ア
リ
ン
グ
、
ジ
ョ
ン
・
パ
ー
ス
は
、
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
と
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ハ
イ
ド
・

イ
ー
ス
ト
の
銀
行
兼
保
証
人
と
し
て
債
権
者
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
ロ
ン
ド
ン
の
銀
行
家
で
、
下
院
議
員
あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

銀
行
重
役
で
あ
り
、
マ
ニ
ン
グ
と
知
人
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
抵
当
権
者
の
債
権
総
額
は
約
一
四
万
ポ
ン
ド
で
、
全
債
権
の
う
ち
約
四
割
を
占
め
る
。
そ
の
担
保
は
、
表
1
①
・
③
に
記
載
の
M
＆

A
社
所
有
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
抵
当
権
の
ほ
ぼ
全
て
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
ニ
ン
グ
の
自
宅
、
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
担
保
の
う
ち
西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
は
、
表
1
①
・
③
の
簿
価
の
合
計
で
は
約
三
〇
万
ポ
ン
ド
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に

当
時
は
西
イ
ン
ド
不
動
産
の
相
場
は
半
額
以
下
に
下
落
し
て
い
晦
・
コ
ウ
ム
●
バ
ン
ク
の
価
値
は
約
二
二
・
○
○
○
ポ
ン
ド
だ
っ
た
の
⑳
担

保
物
全
部
の
実
質
価
値
は
多
く
と
も
一
七
万
ポ
ン
ド
程
度
だ
っ
た
。
M
＆
A
社
は
こ
れ
ら
を
担
保
に
一
四
万
ポ
ン
ド
を
借
り
入
れ
て
い
た
の
で
、

す
で
に
担
保
価
値
の
満
額
近
く
ま
で
抵
当
権
を
設
定
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
興
味
深
い
の
は
借
り
入
れ
の
時
期
で
あ
る
。
一
八
二
三

年
頃
か
ら
急
速
に
増
大
し
、
破
産
前
半
年
間
に
特
に
集
中
し
て
い
る
。

　
次
に
～
般
債
権
者
に
つ
い
て
検
証
す
る
た
め
表
3
①
に
も
ど
る
。
～
般
債
権
者
の
～
部
し
か
供
述
を
残
し
て
い
な
い
の
で
職
業
・
債
権
の
内

容
は
十
分
確
認
で
き
な
い
が
、
西
イ
ン
ド
を
住
所
地
と
す
る
者
、
ロ
イ
ズ
を
住
所
地
と
す
る
者
、
船
・
船
主
、
従
業
員
は
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
が
可

能
で
あ
る
。
西
イ
ン
ド
を
住
所
地
と
す
る
者
は
プ
ラ
ン
タ
ー
で
、
彼
ら
の
債
権
は
M
＆
A
社
に
預
け
て
い
た
預
金
の
残
高
と
推
測
で
き
る
。
彼

ら
の
債
権
総
額
は
～
万
六
千
ポ
ン
ド
を
下
圓
っ
て
お
り
、
先
述
し
た
プ
ラ
ン
タ
ー
の
債
務
一
六
万
八
千
ポ
ン
ド
と
比
べ
る
と
一
〇
分
の
　
以
下

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
プ
ラ
ン
タ
ー
が
本
国
貿
易
商
に
対
し
て
大
幅
な
債
務
超
過
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
債
権
者
に
関
し
て
は
、
供
述
等
が
残
っ
て
い
て
職
業
・
債
権
の
内
容
が
確
定
で
き
る
者
に
つ
い
て
表
3
③
、
表
3
④
を
作
成
し
た
。

表
3
③
に
は
投
資
家
・
預
金
者
と
推
定
さ
れ
る
も
の
、
④
に
は
取
引
先
の
商
人
・
製
造
業
者
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
集
め
た
。

　
表
3
③
の
投
資
家
・
預
金
者
は
、
貴
族
・
地
主
、
未
亡
人
・
独
身
女
性
、
軍
人
、
法
律
家
、
聖
職
者
、
商
人
等
イ
ギ
リ
ス
の
上
流
・
上
層
中
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表3③　一般債権者（預金者、投資家）

名前 職業 住所（通り名のみ
ﾌものはロンドン）

債権額

@£
債権の内容

Duke　o田uckingham 貴族 Stowe 1，125 預金・前貸し金

S三rFitzroy　Jeffer長es　Gra負on 従男爵 Cad。gan　Place 15ρ嘆7 預金・荊貸し金

Slr　WasteユBrisco 従男爵
Cro玄ton　Ha三1，

barlisle
．1，638 預金・前貸し金

S｛rWHliam　Payn　Galloway 従男爵軍入
Landguarδ，　Fort，

ru‘fork
329 預金・前貸し金

S至rClauδius　Stephen　Huater
従男爵事務弁護士ロ
塔hン市長（Wmiam
la照ing妻の兄弟）

Berkshire 2ρ58 預金・前貸し金

Fr自ncls，Thomas＆Ann　Mcma，
?ｏｎ（Rebecca　Mcmahonの遺欝執
s人）

独身女性など M三ddlesex 4護79 預金・前貸し金

E三izabeth　Em蹴a　Dassie 未亡入 M三ddlesex 234 預金・前貸し金

Mrs，　Yonge 未亡人
　B。ddlhyddan，
vales

703 預金・前貸し金

Cecllia　Blake 女姓 Br三gbtoロ 1ρ65 預金・前貸し金

Catherine　Stapletonの相続入 不明 Combermere　Abey 1護13 預金・前貸し金

Sir　W｛lliam　GQssett 大佐 Dublin（駐屯中） 407 預金・前貸し金

John　RicharδDe茎ap　Tollemache 海軍追試 P三ccadilly 3，752 預金・前貸し金

Colmel　Austen 大佐 K三Rgston 5ρ00 預金・前貸し金

B三s蓋oP。f　Winchester 主教 630 預金・前貸し金

James　Mahon エスカイア Paris 12，140 預金・前貸し金

Hlnton　Easし エスカイア Fran衰furt　am　MalB 2，242 預金・前貸し金

Richard　ScoヒByam エスカイア Bath 247 預金・前貸し金

Ben｝amin　Stead エスカイア Mlddlesex 婆，503 預金・前貸し金

Alexander　Mathew エスカイア Sbropshire 1，157 預金・前貸し金

GeQrge　Stanley　Cary エスカイア
Fo圭1aton，

cevonsh圭re
2，567 預金・前貸し金

Sta滋ey　Caryが設定した婚資の管

熕l
エスカイア Lincolns夏nn 1，000 預金・萌貸し金

William　Bertie　Wolseley エスカイア DevOBshIre 3，489 預金・前貸し金

John　Lee ジェントルマン M擢dlesex 1ρ06 預金・前貸し金

Logan　Michell エスカイア Mlδdlesex 4，034 預金・前貸し金

John　Savage エスカイア Madras 1，285 預金・荊貸し金

故William　Manningの管財人 M＆A社台パートナー 故人 8，040 預金・前貸し金

Phelps氏家族の管財入 ワイン商 瓢adelra 7，058 預金・削貸し金

Charles∫ohn　Manning 商人 New　Ba臓k　Building 1，843 預金・荊貸し金

Sir　Janles　Larocheの管財人 ブリストル奴隷蕗人 故人 15ρ75 預金・前貸し金

B3／3626　The　National　Archivesより作成
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一八三〇一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（川分）

産
階
級
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
。
詳
述
は
省
く
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
か
な
り
有
名
な
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
が
っ
て
西
イ
ン
ド
・
プ

ラ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
家
系
も
多
い
。
例
え
ば
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ス
テ
イ
プ
ル
ト
ン
は
セ
ン
ト
・
キ
ッ
ツ
、
ネ
ヴ
ィ
ス
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
の
プ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

タ
ー
の
相
続
人
、
ヤ
ン
グ
夫
人
も
そ
の
関
係
者
で
あ
る
。

　
他
方
表
3
④
で
は
、
砂
糖
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
精
糖
業
老
が
M
＆
A
社
に
資
金
供
与
（
あ
る
い
は
砂
糖
代
金
の
前
納
）
を
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

そ
の
他
の
債
権
は
、
西
イ
ン
ド
や
船
舶
で
必
要
と
さ
れ
る
様
々
な
物
資
（
桶
、
樽
、
車
輪
、
石
灰
、
船
用
ろ
う
そ
く
、
帆
布
、
鉄
鞭
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、

食
料
、
医
薬
品
、
蒸
留
酒
、
ワ
イ
ン
、
油
、
ガ
ラ
ス
、
石
炭
、
輸
送
器
具
、
文
旦
ハ
書
籍
、
チ
ー
ズ
、
ニ
シ
ン
な
ど
）
な
ど
を
扱
う
商
人
・
製
造
業
者
、
港

湾
埠
頭
の
倉
庫
業
者
な
ど
の
商
品
代
金
の
未
払
い
分
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
見
て
き
た
破
産
前
の
M
＆
A
社
の
経
営
状
況
は
、
同
社
が
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
典
型
的
な
破
綻
の
シ
ナ
リ
オ
を
た
ど
っ
て
い
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
社
は
一
般
の
有
産
階
級
か
ら
資
金
を
預
か
り
西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
タ
ー
に
融
資
し
て
い
た
が
、
プ
ラ
ン

タ
ー
の
多
く
が
大
幅
な
債
務
超
過
に
陥
り
、
債
権
の
回
収
は
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
他
方
で
M
＆
A
社
は
自
己
が
保
有
す
る
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
担
保
と
し
て
銀
行
や
資
産
家
か
ら
巨
額
の
借
り
入
れ
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
の
借
り
入
れ
ば
破
産
直
前
に
は
担
保
の
実
質
価
値

の
満
額
近
く
に
達
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
M
＆
A
社
の
資
金
繰
り
は
非
常
に
厳
し
く
な
っ
て
い
た
。

　
最
後
に
、
先
述
し
た
ピ
ニ
ー
が
破
産
直
前
の
M
＆
A
社
に
つ
い
て
興
味
深
い
証
言
を
残
し
て
い
る
。

　
ピ
ニ
ー
商
会
は
M
＆
A
社
と
同
様
プ
ラ
ン
タ
ー
出
身
の
貿
易
商
だ
っ
た
が
、
一
八
○
○
年
代
ま
で
に
先
祖
か
ら
相
続
し
た
領
地
は
全
て
売
却

し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
一
八
二
〇
年
代
に
は
、
ピ
ニ
ー
商
会
は
抵
当
流
れ
な
ど
で
再
び
多
数
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
保
有
し
て
い
た
。

当
時
の
経
営
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ピ
ニ
ー
は
西
イ
ン
ド
経
済
の
先
行
き
を
絶
望
思
し
て
お
り
、
相
当
な
損
失
を
伴
っ
て
で
も
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
売
却
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
実
際
彼
は
、
一
八
二
九
年
以
降
簿
価
を
大
き
く
下
回
る
価
格
で
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
次
々
と

　
　
　
　
　
⑭

売
却
し
て
い
く
。
し
か
し
当
時
M
＆
A
社
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ピ
ニ
ー
と
は
正
反
対
の
方
針
を
と
り
、
積
極
的
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
購
入

し
て
い
た
。
ピ
ニ
ー
は
一
八
二
八
年
ネ
ヴ
ィ
ス
島
の
領
地
を
視
察
し
た
折
、
以
下
の
よ
う
に
書
く
。
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表3④一般債権者（商人等）

名前 職業
住所（通り名のみの
烽ﾌはロンドン）

債権額
@£

債権の内容

Thomas　Banaing 精糖業 Tower　St． 5，459 前貸し金

Samuel　Dlxson 砂糖ブローカー Tower　St． 20，497
ブローカー料＋前

ﾝし金

EB．Kemble 砂糖ブローカー Mincillg　Lane 5，40荏 前貸し金

John　Dixon
西インド向け必要物資

ﾌ売
Fenchurch　St， 8，361 商品代金

John　Bannlng ワイン商 Mロcing　Lane 3ρ07 強貸し金

William　Phelps ワイン商 Billiもer　Sq． 1238 商品代金

Charles　MQτrlce　Hullah ビスケット・ベーカー Wapping 王ρ35 商品代金

John　Fulhamr£umer 填ろうそく商 Wapping 圭，899 商品代金

2，537 商品代金
Joseph　Mllls 揮商 Poplar

2，091 前貸し金

Charles　Dauvers 鉄器商 Cl㌃eapslde 275 商品代金

Warren　Stormes　Hale 獣脂ろうそく商 Londo罰 662 商品代金

Pike　Channe1 帆布メーカー LQndon　St， 41 1誓［罧睾代金

Sa厭uel　Peg9 鋳鉄メーカー Souしhwark 凄9 商品代金

ThQ照s　FQSしer 鉄器商 London 3，110 商品代金

EdwarδHarley 鉄器商（鋤 BrlstQ1 571 商品代金

James　Proとheroe 棚商 BristQ1 163 商品代金

Charles　RQgers　CαtQn＆
窒р翌≠窒п@Morga・

樽商 Samlsbし蓋ry　Lane 868 商品代金

JohΩCo。per 車大工 Southwark 59 商品代金

William　Hought。n 文具・寄！｝；籍商 New　Bond　St， 154 商品代金

Thomas＆George　ElliQt
浮`lex，　Gordon

医薬匡響1販売
Oxforδ　　Court，
bommon　St．

235 商晶代金

Nevil　Reid＆Co， ワイン商
Suffolk　Lane，　Caa・

獅盾氏@St，
63 二二代金

Henry　Powell　Lawrence 口叩 PQurしry　Lane 97 簡品代金

Robert　Elliot ガラス商 Fenchurch　St． 25 海品代金

Richard　Hewiu 石炭商 Upper掌hames　S亡． 122 商品代金

Joshua　Richard　Wllkin．

唐盾

さび止め塗料販売 Upper　Thames　Sし 17 商品代金

Edward　Newnha㎞Win－
唐狽≠獅撃??

医薬品販売 Pourtry　Lane 66 商品代金

Thomas　Scぎu艮on＆Tho・
高≠唐ﾐrguharし

ニシン商 SしMic卜ael’s　AUey 221 商品代金

John　Newbald たが製造
Rorsleyd。wn，
liddlesex

299 商品代金

Michael　Pass 石灰製造 Surrey 299 商標代金

Tbomas　Saunders 水車・工場機械製造 Sout卜wark 349 臨時代金

Chaτles　Ho碧e タイル製造
Upperαapton，
l戴dlesex

202 商贔代金
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JQha　Nesb凱 食料品商入＋保険引受入 Miacing　Lane 603 商品代金＋保険料・

GeQrge＆Renry　KnuU＆
窒р高浮獅п@Darby

倉庫業者 Llme　Sし． 114 倉庫代金

Wllllam　Fly 船主 Lonδon　St． 290 輸送料

∫ohn　S磁h 船主 Leiしh 578 輸送料

Sa職uel　B。ddingt。n　＆

feorge　Adam　Davis
西インド商人牽船主 SしHeleガs　Place 216 輸送料牽保険金

ThQmas　Heaven 商人 Bristo1 200
保険金（Wllllam
lanning個入に対’
ｵて）

Thomas　Heaven 商人 B罫istoi 163
保険金（J．乙．Ander－

р盾雌�lに対して）

Nathanlel　Harδen 食料雑貨商（卸） Tha芸nes　Sと． 4β20
プランテーション

ﾌ代金

B3／3626　The　National　Archivesより作成

　
　
　
　
「
こ
の
嫌
悪
す
べ
き
地
方
に
要
す
る
費
用
や
苦
悩
は
膨
大
だ
。
私
は
自
分
た
ち
が
こ
れ
か
ら

　
　
完
全
に
脱
出
す
る
の
を
願
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
私
の
意
見
は
他
の
入
と
は
違
っ
て
い
る
こ
と
だ

　
　
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
私
は
、
マ
ニ
ン
グ
氏
の
商
会
が
セ
ン
ト
・
キ
ッ
ツ
島
で
た
く
さ
ん
の
領

　
　
地
を
借
り
た
り
購
入
し
て
い
る
の
を
、
目
の
当
た
り
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
投
機

　
　
に
多
大
な
金
額
を
使
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
購
入
の
大
半
は
妥
当
な
条
件
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、

　
　
も
し
こ
の
会
社
の
誰
か
が
現
地
の
状
況
を
判
断
し
に
出
張
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
相

　
　
異
な
損
失
を
被
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
ネ
ヴ
ィ
ス
島
の
あ
る
領
地
に
関
し
て
は
マ
ニ
ン
グ

　
　
商
会
が
支
払
っ
た
費
用
は
一
シ
リ
ン
グ
だ
っ
て
戻
っ
て
こ
な
い
と
、
敢
え
て
予
言
し
て
お
く
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
　
（
一
八
一
一
八
年
六
月
）

　
こ
の
ピ
ニ
ー
の
証
言
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
一
八
二
〇
年
代
の
M
＆
A
社
の
借

り
入
れ
の
急
増
は
こ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
大
量
購
入
の
た
め
だ
っ
た
と
み
て
い
い
だ
ろ

う
。
こ
の
行
動
は
、
M
＆
A
社
が
ピ
ニ
ー
と
は
異
な
り
西
イ
ン
ド
経
済
の
回
復
を
期
待
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
積
極
的
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
購
入
す
る
こ
と
で
景
気
を
下

支
え
し
、
回
復
を
誘
導
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
同
社
の
こ
の
判
断
は
間

違
っ
て
い
た
。
英
領
西
イ
ン
ド
経
済
は
再
起
不
能
で
あ
り
、
ピ
ニ
ー
の
よ
う
に
で
き
る
限
り

急
い
で
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
売
却
し
英
領
西
イ
ン
ド
と
手
を
切
る
こ
と
こ
そ
正
し
い
選
択

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
イ
ン
ド
貿
易
商
最
大
手
で
あ
り
セ
ン
ト
・
キ
ッ
ツ
島
最
大

の
地
主
で
も
あ
っ
た
M
＆
A
社
に
は
、
そ
う
し
た
選
択
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
同
社
は
、
む
し
ろ
西
イ
ン
ド
経
済
の
回
復
の
た
め
社
命
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
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以
上
M
＆
A
社
が
最
大
手
か
つ
典
型
的
な
西
イ
ン
ド
貿
易
商
と
し
て
　
九
世
紀
前
半
の
西
イ
ン
ド
不
況
期
経
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
不
況

が
深
化
す
る
過
程
で
西
イ
ン
ド
経
済
に
追
加
投
資
を
繰
り
返
す
選
択
を
行
い
、
そ
の
結
果
奴
隷
解
放
時
に
は
西
イ
ン
ド
経
済
の
苦
境
を
も
っ
と

も
よ
く
体
現
す
る
よ
う
な
経
営
破
綻
に
陥
っ
て
い
く
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
で
は
次
章
で
、
こ
の
M
＆
A
社
の
破
産
が

投
資
家
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
、
投
資
家
が
債
権
を
回
収
し
て
い
く
過
程
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
か
、
奴
隷
賠
償
金
が
債

権
回
収
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
検
証
す
る
。

①
G
ミ
ミ
跨
寧
δ
・
ら
§
ミ
蟄
7
け
な
ミ
≦
ヨ
く
．
口
舐
巴
く
㊦
段
．
。
お
＼
。
讐
冨
重
臣
㊦
区
■
窪
巨

②
．
．
b
d
Φ
且
婁
ぎ
く
窪
α
q
訂
口
、
、
ビ
§
鳴
ミ
§
壱
駄
津
ミ
§
§
渉
§
恥
き
§
駄
9
学

　
ミ
§
恥
N
認
O
降
給
O
（
以
下
国
O
一
刈
㊤
9
一
。
。
N
O
）
曽
く
。
ま
も
づ
．
漁
N
－
ω
■

③
卜
§
さ
嵩
9
銭
黄
ミ
無
ζ
簿
ざ
ミ
逡
も
西
メ

④
乏
鉢
Φ
『
国
粋
ぎ
。
聞
艮
o
p
、
．
H
薯
。
慶
良
8
．
、
”
§
肉
き
寒
ミ
毫
ξ
§
N
轄

　
心
謡
勤
ト
ミ
ミ
嘱
§
駄
9
ぎ
、
ξ
ミ
G
駄
瞭
ミ
q
き
寒
。
§
恥
駝
9
略
し
曝
、
賊
防
ミ
辱
、
・

　
9
§
ひ
6
①
↓
．

⑤
卜
§
魯
遷
9
§
黄
冥
”
竃
鋤
《
レ
。
。
一
ρ
喝
．
①
O
O
．

⑥
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
家
に
つ
い
て
は
O
鎚
8
ぴ
四
鼠
Φ
器
い
Φ
ρ
§
馬
恥
ミ
、
ゼ
駄
§

　
b
d
8
§
嶋
ミ
貧
9
、
§
茜
袋
§
N
℃
恥
9
拙
稿
「
一
八
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
商
人
ボ
ウ
ズ

　
ン
キ
ッ
ト
家
の
事
業
展
聡
」
『
史
林
臨
七
八
（
五
）
、
一
九
九
五
年
九
月
。

⑦
卜
§
魯
轟
Q
§
ミ
辞
毎
戸
竃
爵
導
お
昼
㍗
。
。
ω
轡

⑧
ω
貯
｝
。
巨
Ω
巷
訂
3
§
鴨
b
d
§
沖
駄
奪
容
ミ
累
算
匙
§
○
婁
ぴ
臣
α
q
①
w

　
6
刈
O
（
酔
斡
冨
ぴ
冨
げ
＆
一
㊤
濠
）
b
＜
9
ω
■
＜
o
ご
ご
讐
μ
8
ム
’

⑨
即
日
浮
。
・
δ
p
§
Q
歪
な
遷
駄
織
b
ご
職
㌧
§
薦
き
器
田
島
§
§
讐
唾
罵
鋭

　
勲
ミ
賞
U
o
巳
o
P
6
0
ω
も
．
一
9

⑩
マ
ニ
ン
グ
の
息
子
ヘ
ン
肪
・
エ
ド
ワ
ー
ド
（
マ
ニ
ン
グ
枢
機
卿
）
と
ウ
ィ
ル

　
バ
ー
フ
ォ
…
ス
の
息
子
サ
ミ
ュ
エ
ル
と
ヘ
ン
リ
は
牧
師
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト

　
の
三
人
の
娘
と
結
婚
し
、
義
兄
弟
と
な
っ
た
。

⑪
U
碧
箆
寄
壽
。
白
ρ
§
恥
銀
ミ
轟
駄
聖
§
勢
§
遷
§
さ
・
§
§
駄
聖
遂

　
さ
ミ
ミ
郵
9
ざ
葺
α
q
簿
P
回
㊤
り
ら
。
（
簿
ω
浄
冨
護
。
。
易
易
お
①
①
）
甲
唱
．
ω
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ

　
ォ
ー
ス
か
ら
マ
ニ
ン
グ
へ
の
手
紙
と
思
わ
れ
る
も
の
が
以
下
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　
菊
。
げ
Φ
冨
國
ω
鎚
。
塵
ω
簿
ヨ
自
巴
≦
出
げ
①
増
｛
o
容
①
巴
ω
■
り
§
恥
卜
欝
像
§
ミ
ミ
駕
§
、
㍗

　
壁
誉
㌧
奉
⊆
n
く
。
寅
轡
。
践
o
P
一
。
。
ω
c
。
気
。
江
も
唱
．
ω
ω
O
ゐ
認
．

⑫
ピ
①
ρ
§
ミ
も
b
b
。
．
た
だ
し
以
下
で
は
彼
の
職
業
は
法
廷
弁
護
士
と
な
っ
て
い

　
る
。
　
．
い
芝
田
ご
臼
害
勲
薯
ぎ
α
q
、
．
”
自
Q
N
N
℃
◎
－
N
題
9
＜
O
ド
蒔

⑬
．
、
缶
8
蔓
臣
壽
紘
蜜
効
弓
ぎ
α
q
、
．
噛
b
§
§
縞
壱
駄
さ
職
§
ミ
し
σ
帖
蓉
ξ
（
U
窯
ゆ
）
冒

　
○
駄
。
噌
9
一
り
8
■

⑭
．
、
国
窪
蔓
国
仙
器
識
ζ
勉
目
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α
Q
。
”
9
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ミ
寧
N
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§
§
畢

⑮
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．
ヨ
…
き
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腎
σ
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．
w
陶
9
逮
O
∴
。
。
卜
。
ρ
〈
o
志
．

⑯
聖
ミ
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§
§
尼
導
ミ
丸
く
。
一
．
N
寧
①
お
h
‘
0
8
．

⑰
9
匙
Φ
ω
⇔
d
。
。
。
き
澹
Φ
f
国
貯
琳
ミ
音
§
ミ
§
さ
§
賊
轟
肉
ζ
ミ
国
§
§

　
9
塞
跨
駄
さ
馬
肉
§
ミ
禽
、
、
ミ
翁
紅
竃
b
愚
鳶
9
ミ
執
§
駄
き
匁
§
黛
憲
ミ
§

　
δ
鼻
冒
匿
叫
曙
レ
。
。
O
N

⑱
導
・
§
ミ
§
ミ
壁
穿
ミ
碧
く
巳
・
拝
℃
・
2
ρ
＜
。
ご
G
。
も
6
8
・

⑲
ミ
①
鴇
H
巳
貯
O
。
旨
巳
竃
P
西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
タ
ー
及
び
貿
易
商
の
業
界
団

　
体
。

⑳
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α
Q
欝
甲
玉
顔
題
．
臨
サ
お
一
・
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葱
。
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客
。
．
ω
？
爵
”
空
雲
母
≦
の
ω
［
H
亀
一
Φ
ω
U
o
o
ロ
ヨ
①
鼻
空
目
建
℃
巷
Φ
声
ご
げ
茜
蔓

　
o
｛
切
こ
畏
9
d
a
〈
2
ω
匿
刀
筆
謡
曲
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
（
二
〇

　
〇
五
年
）
。

⑬
空
目
Φ
《
い
妥
臼
ゆ
o
o
〆
き
．
膳
に
は
【
七
七
七
－
八
年
、
唇
ぴ
に
は
八
｝
、
八

　
二
年
、
℃
冒
昌
の
《
四
巳
↓
o
営
p
い
①
淳
費
b
d
o
o
『
8
．
ω
刈
に
は
八
六
年
の
≦
田
鎧
ヨ

　
ζ
飴
目
ゴ
α
Q
（
先
代
）
宛
、
ζ
節
弓
ぎ
α
q
卿
く
き
α
q
訂
⇒
宛
の
送
信
懸
軍
が
あ
り
、
以

　
上
は
そ
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

⑳
勺
錠
①
ρ
号
ミ
も
b
O
一
．

㊧
臨
ミ
§
ミ
、
愚
ミ
ミ
寒
ミ
黙
§
き
§
婁
9
ミ
騨
b
o
象
§
冬
ミ
N
駄
ミ
殴
。
。
。
。
。
。

　
奪
四
病
N
o
。
N
9
ぎ
U
Φ
P
号
9
計
℃
や
一
お
一
段
。
。
9

⑳
b
d
G
。
＼
ω
①
悼
①
ゐ
①
卜
⊃
P
↓
げ
①
瓢
p
鼠
。
口
受
＞
8
『
で
霧
．
ペ
ー
ジ
数
が
つ
い
て
い
な
い
の

　
で
、
以
下
に
引
用
を
示
す
と
き
は
可
能
な
限
り
供
述
入
、
日
付
を
記
載
す
る
が
、

　
不
明
な
場
合
も
あ
る
。

⑳
　
零
。
ξ
己
≦
H
鴛
α
q
訂
β
卜
⊃
一
ω
r
U
①
8
霞
げ
9
一
。
。
ω
一
Ψ
刈
チ
Ψ
智
目
碧
ざ
一
。
。
ω
卜
⊃
Ψ

　
b
ご
ω
＼
ω
①
邸
S

⑳
毛
坤
｝
蕾
日
ゆ
ヨ
ヨ
σ
Q
ゴ
H
曾
》
昏
。
巨
甲
U
①
o
①
ヨ
げ
9
一
。
。
ω
ド
刈
け
ダ
冨
匿
碧
ざ
一
。
。
ω
N

　
し
d
ω
＼
O
o
①
卜
。
刈
．

⑲
0
8
H
σ
Q
Φ
ω
審
く
魯
。
・
㍉
蔚
｝
餌
呂
母
ざ
一
。
。
器
扇
ω
＼
ω
①
培
5

⑳
ゆ
ω
＼
ω
①
卜
。
◎

⑳
℃
Φ
梓
三
8
。
｛
》
ω
ω
お
器
①
ρ
窃
費
U
Φ
8
ヨ
ぴ
Φ
吋
レ
。
。
。
。
ド
b
d
ω
＼
。
。
爵
S

三
　
破
産
処
理
と
奴
隷
賠
償
金

（［

j
破
産
処
理
の
方
針

⑳
　
債
務
者
、
債
権
者
の
人
数
、
金
額
は
一
八
三
一
年
＝
月
二
二
臼
時
点
の
も
の

　
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
は
追
加
申
告
や
修
正
等
が
あ
る
た
め
蒔
田
に
よ
っ
て
異

　
な
る
。

⑳
た
だ
し
イ
ギ
リ
ス
を
住
所
地
と
す
る
者
の
中
に
も
プ
ラ
ン
タ
ー
や
そ
の
未
亡

　
人
・
子
孫
は
多
く
い
た
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
生
没
年
霜
。
。
○
。
山
。
。
研
り
。
第
｝
節
で
述
べ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ニ
ン
グ
妻
の
父
と

　
は
朋
の
人
物
。

⑳
目
①
ρ
§
§
も
■
。
。
P

⑳
、
両
山
考
四
凱
国
准
①
国
帥
ω
［
、
．
甲
謎
G
N
遷
O
く
題
P
く
島
G
。
．

⑳
　
い
。
凱
閃
Φ
＜
⑦
窃
冨
ヨ
9
．
、
○
ざ
臨
Φ
。
。
U
巨
8
ヨ
げ
①
．
、
’
自
爵
邉
や
N
題
9
＜
o
圖
．
ω
．

⑳
圏
冨
巨
聾
頃
p
毒
雪
’
ω
跨
｝
o
ぎ
Ω
巷
訂
ヨ
闇
愚
．
累
計
く
。
＝
り
署
．
一
ミ
し
。
。
。
。
「

　
〈
o
蔦
も
℃
b
㎝
る
刈
卿
ρ

⑳
．
、
≧
⑦
蕾
巳
曾
ゆ
巴
お
．
、
”
竃
N
溶
や
N
題
P
＜
o
記
’

⑳
．
、
冒
ぎ
℃
Φ
費
ω
①
．
、
Ψ
§
駄
遷
O
山
融
9
＜
。
置
．

⑪
　
本
稿
ゐ
ハ
○
頁
。

⑫
　
本
稿
⊥
ハ
一
留
目
。

⑬
ω
冨
導
倶
8
－
O
o
偉
o
p
ヨ
営
自
ω
o
臨
鷲
9
ゆ
p
⇒
α
q
o
噌
d
巴
く
貧
ω
一
二
の
ホ
…
ム
ペ
…
ジ

　
の
解
説
に
よ
る
。

⑭
奪
ミ
も
や
ト
。
O
ρ
ω
O
。
。
ゐ
蜀

⑮
竈
ミ
も
。
．
曽
ρ
ω
P

M
＆
A
社
は
一
八
三
一
年
八
月
三
〇
日
に
支
払
を
停
止
し
、
九
月
五
日
に
破
産
裁
判
所
に
破
産
を
申
し
立
て
た
。
翌
六
日
か
ら
同
裁
判
所
は
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同
社
の
破
産
処
理
手
続
を
開
始
し
た
。
ま
た
こ
の
日
同
裁
判
所
は
、
ロ
ン
ド
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
に
て
、
九
月
一
三
日
、
｝
＝
日
、
～
○
月
一
八
日

に
開
廷
し
て
破
産
者
の
全
動
産
・
不
動
産
の
開
示
、
債
権
申
し
立
て
の
受
付
を
行
う
こ
と
、
こ
の
間
に
破
産
者
の
尋
問
を
終
了
す
る
こ
と
、
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

月
二
～
日
に
ア
サ
イ
ニ
ー
を
選
任
す
る
こ
と
、
破
産
者
に
債
務
を
持
つ
者
は
以
後
破
産
者
に
返
済
せ
ず
裁
判
所
の
代
理
人
に
連
絡
を
と
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
②

こ
と
を
掲
示
し
た
。

　
破
産
史
料
で
は
、
確
か
に
こ
の
三
つ
の
日
付
を
中
心
に
債
権
の
申
し
立
て
が
行
わ
れ
、
一
二
日
に
は
そ
れ
ま
で
に
現
れ
た
債
権
者
で
債
権
額

が
～
○
ポ
ン
ド
を
超
え
る
一
般
債
権
者
か
ら
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
と
ネ
ヴ
ィ
ル
・
レ
イ
ド
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
ン
ガ
ム
の
玉
名
の
ア
サ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

心
墨
が
選
出
さ
れ
た
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
西
イ
ン
ド
に
送
付
す
る
食
料
な
ど
の
必
要
物
資
の
販
売
主
で
債
権
は
八
、
三
六
～
ポ
ン
ド
、
ネ
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ル
・
レ
イ
ド
は
ワ
イ
ン
商
か
つ
保
険
引
受
人
で
債
権
は
一
三
三
ポ
ン
ド
、
最
後
の
ラ
ン
ガ
ム
は
先
述
し
た
同
社
の
従
業
員
で
債
権
は
七
三
八
ポ

　
　
　
　
　
⑤

ン
ド
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
間
破
産
者
の
代
表
と
し
て
J
・
L
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
が
供
述
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
破
産
者
の
従
業
員
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

グ
ハ
ー
ス
ト
、
西
イ
ン
ド
貿
易
の
事
情
通
の
ロ
ン
ド
ン
商
人
の
ヘ
ン
リ
・
デ
イ
ヴ
イ
ド
ソ
ン
、
や
は
り
従
業
員
で
ア
サ
イ
ニ
ー
の
一
人
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
ン
ガ
ム
が
供
述
を
行
う
が
、
い
ず
れ
も
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
の
供
述
を
支
持
し
て
い
る
。

　
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
の
供
述
の
主
要
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
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「
前
記
の
領
地
（
M
＆
A
社
所
有
不
動
産
）
の
い
ず
れ
も
現
在
販
売
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
に
し
ろ
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ

の
よ
う
な
販
売
は
現
時
点
で
は
、
非
常
に
大
き
な
損
を
出
す
か
、
投
げ
売
り
で
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
証
人
は
考
え
て
い
る
。
」

　
「
全
て
の
洒
イ
ン
ド
領
地
の
耕
作
と
経
営
に
お
い
て
は
、
＝
疋
董
の
必
要
物
資
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
送
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
、
過
去
何
年
間
も
こ
う
し

た
物
資
を
送
る
こ
と
が
同
社
の
慣
習
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
現
地
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
植
民
地
現
地
で
他
の
物
資
を
取
得
す
る
た
め
出
費
す
る
こ
と
も
、
同

社
の
慣
習
だ
っ
た
。
こ
の
出
費
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
地
域
に
送
ら
れ
て
販
売
さ
れ
る
ラ
ム
酒
な
ど
の
商
品
の
売
上
に
よ
っ
て
…
部
は
支
払
わ
れ
た
が
、

残
り
は
島
で
の
支
出
と
い
う
勘
定
項
目
で
同
社
宛
の
為
替
手
形
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
た
。
扁



一一一ｪ三〇一三二年英領西インド経済危機と奴隷賠償制度（当分）

　
「
こ
れ
ら
の
領
地
に
向
け
て
必
要
物
資
が
送
ら
れ
る
べ
き
季
節
は
、
通
常
の
事
業
運
営
で
は
＝
～
月
以
前
で
あ
り
、
そ
う
し
た
物
資
が
送
付
さ
れ
な
け

れ
ば
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
領
地
を
放
棄
す
る
か
、
島
で
必
要
物
資
を
確
保
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
前
者
の
手
続
き
が
と
ら
れ
た
な
ら
、
黒
人
や
家

畜
は
飢
餓
に
陥
り
最
も
悲
惨
な
状
態
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
現
地
で
必
要
物
資
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
非
常
に
値
上
げ
さ
れ
た
価

格
で
購
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
奴
隷
や
家
畜
の
～
部
を
売
っ
た
り
、
生
産
物
を
抵
当
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
ど
ち
ら
か
の
方
法

を
と
っ
て
必
要
物
資
を
送
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
近
い
将
来
領
地
が
ほ
ぼ
完
全
に
破
滅
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
㎏

　
「
必
要
物
資
を
送
り
し
ば
ら
く
の
間
領
地
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
で
、
領
地
を
売
却
し
た
り
、
抵
当
権
を
回
収
・
売
却
す
る
機
会
が
提
供
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
最
も
破
滅
的
な
投
げ
売
り
や
損
失
な
く
、
財
産
を
売
却
し
金
銭
を
回
収
す
る
望
み
が
僅
か
で
も
持
て
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
、

証
人
は
考
え
る
。
」

　
「
こ
う
し
た
必
要
物
資
を
送
付
し
た
り
、
島
か
ら
振
り
出
さ
れ
る
手
形
を
引
き
受
け
る
た
め
に
、
ア
サ
イ
ニ
ー
が
資
金
を
前
貸
し
す
る
な
ら
、
そ
の
資

金
は
こ
れ
ら
の
領
地
の
収
穫
物
・
生
産
物
か
ら
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ
し
、
そ
れ
が
支
払
い
に
満
た
な
い
場
合
こ
れ
ら
の
領
地
の
動
産
や
家
畜
か
ら
支
払
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
る
べ
き
な
の
は
、
疑
う
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」

　
以
上
の
供
述
の
主
旨
は
、
①
現
在
西
イ
ン
ド
の
領
地
の
売
却
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
、
②
領
地
経
営
の
た
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
必
要
物
資

を
送
付
し
た
り
、
現
地
で
購
入
さ
れ
る
物
資
の
手
形
を
イ
ギ
リ
ス
で
引
き
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
③
必
要
物
資
が
～
二
月
中
に
送
付
さ
れ

な
い
と
奴
隷
の
飢
餓
な
ど
悲
惨
な
状
態
が
生
じ
、
領
地
全
体
が
破
滅
す
る
こ
と
、
④
従
っ
て
当
面
必
要
物
資
を
送
り
領
地
経
営
を
続
け
、
売
却

の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
待
つ
こ
と
が
債
権
回
収
の
た
め
最
上
の
策
で
あ
る
こ
と
、
⑤
ア
サ
イ
ニ
ー
に
必
要
な
経
費
を
破
産
財
団
（
破
産
者
の
財
産
）

か
ら
支
出
す
る
権
限
を
付
与
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ビ
リ
ン
グ
ハ
ー
ス
ト
は
「
必
要
物
資
を
送
付
し
領
地
の
耕
作
を
続
け
る
こ
と
が
、
現
在
の
状
況
下
で
行
い
う
る
債
権
者
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

っ
て
の
最
も
有
利
な
方
法
で
あ
る
。
」
と
同
様
の
見
解
を
示
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
も
「
ビ
リ
ン
グ
ハ
ー
ス
ト
氏
と
同
意
見
」
で
あ
っ
た
。
ま

た
ラ
ン
ガ
ム
も
、
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
の
供
述
が
事
実
の
正
確
な
陳
述
で
あ
る
と
保
証
す
る
。
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ラ
ン
ガ
ム
だ
け
で
な
く
、
ア
サ
イ
ニ
ー
は
全
員
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
と
同
様
の
見
解
に
達
し
て
い
た
。
不
動
産
価
格
の
下
落
、
現
在
の
売
却
の
困

難
さ
、
必
要
物
資
送
付
の
緊
急
性
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
　
「
前
述
の
破
産
者
が
所
有
権
を
持
っ
て
い
た
領
地
、
あ
る
い
は
抵
当
権
設
定
で
持
っ
て
い
た
領
地
、
そ
し
て
借
地
は
、
全
部
で
三
一
あ
り
、
破
産
者
の

　
　
帳
簿
に
よ
る
と
そ
れ
は
合
計
約
三
～
○
、
○
○
○
ポ
ン
ド
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
現
在
の
西
イ
ン
ド
資
産
の
不
況
の
状
況
下
で
は
、
約

　
　
　
一
五
〇
、
○
○
○
ポ
ン
ド
に
評
価
さ
れ
る
。
（
中
略
）
破
産
者
の
領
地
は
妥
当
な
条
件
で
売
却
で
き
る
機
会
が
生
じ
る
ま
で
手
元
に
置
い
て
お
く
の
が
、
債

　
　
権
者
の
利
益
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
「
西
イ
ン
ド
の
領
地
は
製
造
工
場
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
操
業
に
多
大
な
支
出
を
伴
う
。
（
中
略
）
こ
れ
は
突
然
や
め
る
こ
と
の
で
き
な
い

　
　
事
業
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
支
出
の
大
半
は
奴
隷
の
扶
養
の
た
め
の
費
用
か
ら
な
っ
て
お
り
、
省
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
（
中
略
）
奴
隷
の
扶
養
の

　
　
た
め
の
食
料
と
衣
料
品
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
毎
年
破
産
者
が
購
入
し
毎
年
＝
月
末
に
島
々
に
送
付
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
毎
年
石
炭
や
煉
瓦
、
サ
ト
ウ
キ

　
　
ビ
栽
培
と
砂
糖
製
造
に
必
要
な
用
具
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
送
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
大
半
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
し
か
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
も
し
こ
の
必
要
物
資
が
送
ら
れ
な
け
れ
ば
、
奴
隷
と
そ
の
家
族
は
最
大
限
の
欠
乏
に
さ
ら
さ
れ
る
。
現
地
で
購
入
で
き
る
食
料
は
途
方
も
な
い
価
格
で
し

　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
か
買
え
な
い
。
」

　
不
動
産
の
大
半
を
差
し
押
さ
え
て
い
る
抵
当
権
者
の
多
く
は
、
担
保
物
件
を
購
入
す
る
こ
と
も
必
要
物
資
を
供
給
す
る
こ
と
も
拒
否
し
て
い

た
。
従
っ
て
ア
サ
イ
ニ
ー
は
ほ
と
ん
ど
の
領
地
の
経
営
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
領
地
経
営
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、

「
彼
ら
に
依
存
す
る
四
千
人
以
上
の
奴
隷
を
抱
え
る
プ
ラ
ン
タ
ー
」
と
な
り
、
「
三
〇
以
上
も
の
様
々
な
領
地
の
家
畜
・
備
品
・
砂
糖
工
場
か

ら
な
る
高
額
の
財
産
」
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
と
し
て
は
、
領
地
経
営
の
過
程
で
彼
ら
が
「
支
払
う

金
銭
や
被
る
債
務
全
て
は
、
こ
の
財
産
か
ら
得
ら
れ
た
最
初
の
資
金
か
ら
支
払
わ
れ
提
供
さ
れ
る
」
保
証
を
得
る
こ
と
が
最
も
重
要
だ
っ
た
。

　
ア
サ
イ
ニ
ー
は
＝
月
二
三
日
最
初
の
債
権
者
集
会
で
、
以
上
の
方
針
と
、
領
地
の
経
営
・
耕
作
の
た
め
「
破
産
者
の
一
名
を
雇
用
し
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
管
財
人
が
適
切
、
合
理
的
と
判
断
す
る
よ
う
に
給
与
等
を
支
払
う
こ
と
」
に
つ
い
て
債
権
者
の
判
断
を
仰
ぎ
、
全
会
一
致
の
同
意
を
得
た
。
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⑫

　
こ
の
一
方
で
ア
サ
イ
ニ
ー
は
、
大
法
官
に
請
願
を
行
う
。
こ
の
中
で
、
ア
サ
イ
ニ
ー
は
、
新
破
産
法
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
翌
年
か
ら
公
的

管
財
人
が
任
命
さ
れ
破
産
財
団
を
管
理
す
る
こ
と
、
破
産
財
団
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
大
法
官
裁
判
所
主
計
局
長
の
口
座
に
納
入
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
不
安
を
述
べ
、
M
＆
A
社
の
財
産
に
関
し
て
は
、
ア
サ
イ
ニ
ー
が
売
却
ま
で
領
地
の
経
営
・
耕
作
、
必
要
物
資
購

入
・
供
給
を
行
い
、
こ
れ
ら
領
地
の
収
穫
物
全
て
を
受
け
取
り
販
売
す
る
こ
と
、
以
上
の
た
め
に
ア
サ
イ
ニ
ー
が
行
っ
た
支
払
い
は
全
て
こ
れ

ら
の
売
上
や
破
産
財
団
か
ら
支
出
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
懇
請
し
て
い
る
。

　
以
上
の
請
願
は
許
可
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ア
サ
イ
ニ
ー
は
一
八
三
二
年
～
月
か
ら
破
産
財
産
の
経
営
を
開
始
し
た
。
ア
サ
イ
ニ
ー
は
M
＆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

A
社
が
貸
借
し
て
い
た
領
地
に
つ
い
て
は
、
借
地
権
を
放
棄
し
て
返
却
し
た
。
ま
た
S
P
S
社
と
ジ
ョ
ン
㌔
フ
ロ
ク
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

抵
当
権
を
有
し
て
い
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
彼
ら
が
独
自
に
管
理
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
サ
イ
ニ
ー
は
、
領
地
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

J
・
L
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
を
選
任
し
、
彼
に
年
九
二
四
ポ
ン
ド
の
給
与
を
支
給
し
て
い
る
。

（
二
）
破
産
財
団
の
運
営
一
八
三
ニ
ー
三
五
年

　
ア
サ
イ
ニ
ー
は
一
八
三
二
年
一
月
、
三
五
、
七
六
五
ポ
ン
ド
の
残
高
で
破
産
財
団
の
管
理
運
営
を
開
始
し
、
一
八
三
六
年
一
月
三
一
日
で
い

っ
た
ん
帳
簿
を
残
高
四
〇
、
四
七
九
ポ
ン
ド
で
閉
じ
た
。
従
っ
て
こ
の
四
年
一
ヶ
月
に
四
、
七
～
四
ポ
ン
ド
の
黒
字
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
間
一
八
三
二
年
に
は
オ
リ
ヴ
ァ
ー
領
地
が
売
却
さ
れ
る
。
～
八
三
三
年
二
月
に
は
破
産
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
競
売
で
エ
ス
ト
リ
ッ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

領
地
と
カ
ニ
ン
ガ
ム
領
地
が
売
却
さ
れ
、
七
月
に
は
マ
ニ
ン
グ
の
自
宅
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
が
二
二
、
○
○
○
ポ
ン
ド
で
売
却
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
一
八
三
五
年
～
月
二
二
日
に
も
、
パ
ー
ク
領
地
、
ス
プ
ー
ナ
ー
領
地
、
モ
ー
ン
領
地
、
ブ
レ
キ
ン
・
カ
ー
ス
ル
領
地
、
オ
レ
ン
ジ
・
ヴ
ァ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

イ
領
地
が
競
売
さ
れ
た
。
（
売
却
価
格
に
つ
い
て
は
表
－
①
③
を
参
照
。
）
こ
れ
ら
の
売
却
益
の
う
ち
ア
サ
イ
ニ
ー
の
帳
簿
に
入
金
さ
れ
た
の
は
、
コ

ウ
ム
・
バ
ン
ク
家
財
売
却
益
の
五
、
○
〇
三
ポ
ン
ド
の
み
で
、
そ
の
他
は
全
て
抵
当
権
者
が
取
得
し
た
。
先
に
示
し
た
四
、
七
一
四
ポ
ン
ド
の
黒

字
に
は
こ
の
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
家
財
の
代
金
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
四
年
間
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
経
営
か
ら
は
黒
字
は
全
く
生
じ
な
か
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表4　アサイニーによる破産財団の運営の状況

主な収入 主な支出

プラン
eーショ

盗ｶ産
ｨ売上

大蔵証
迫?子

奴隷賠
梛

輸入関

ﾅ

イギリス

ｩら送付
ｵた必要
ｨ資

各プラン
eーション
ﾅの必要経

輸送料
ドック

g屠料

　－　　　　　　　、　塗

}不一ン
п[給与

1832年H2月 24，670 不明 不明 不明 不明 不明 不明 924

1833年i－12月 ユ6，9ユ2 695 7，655 1，414 3，500 L160 246 924

1834年1－12月 19β43 756 7，868 936 4，440 2，046 266 924

ユ835年1月一1836年1月 13，781 807 0 5，539 706 3，703 1，247 132 924

1836年2月一1836年U月 5，958 0 3，393 2，486 250 3β4ユ 774 7 693

1836年12月一1837年4月 4，629 0 ユ2，107 L909 97 L628 53 57 462

合鋼’ 85，293 2，258 ユ5，500 25，457 3，403 16，612 5，280 708 4，85黒

B3／3626　The　National　Archivesより作成

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ア
サ
イ
ニ
ー
が
作
成
し
た
収
支
決
算
表
を
も
と
に
皿
八
三
二
年
一
月
か
ら
三
七
年
四
月
ま
で

の
収
入
と
支
出
の
状
況
を
表
4
に
ま
と
め
た
。
収
入
で
最
も
重
要
な
の
は
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
生
産
物
の
売
上
で
あ
る
。
こ
の
売
上
は
一
八
三
五
年
以
後
減
少
し
て
い
る
が
こ
れ
は
プ
ラ
，

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
売
却
が
進
展
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
次
に
重
要
な
の
が
大
蔵
証
券
の
利
子

で
あ
る
。
ア
サ
イ
ニ
ー
は
、
管
財
業
務
開
始
時
点
で
持
っ
て
い
た
残
高
三
五
、
○
○
○
ポ
ン
ド

余
り
の
中
か
ら
～
＝
、
五
〇
〇
ポ
ン
ド
の
大
蔵
証
券
を
買
い
、
以
後
三
七
、
五
〇
〇
ポ
ン
ド
に
な

る
ま
で
買
い
足
し
て
い
る
。
こ
れ
が
高
利
回
り
で
、
重
要
な
収
入
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

　
支
出
で
は
、
本
国
で
課
税
さ
れ
る
輸
入
関
税
が
突
出
し
て
い
る
。
そ
の
他
イ
ギ
リ
ス
か
ら
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
送
付
さ
れ
る
必
要
物
資
と
、
各
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ご
と
に
発
生
し
た
費

用
が
重
要
で
あ
る
。
後
者
は
、
元
所
有
者
の
未
亡
人
へ
の
年
金
、
裁
判
費
用
、
現
地
で
購
入
さ

れ
る
必
要
物
資
な
ど
様
々
な
性
格
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
他
の
重
要
な
支
出
は
、
イ
ギ
リ

ス
”
西
イ
ン
ド
問
の
輸
送
料
、
ド
ッ
ク
使
用
料
、
J
・
L
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
に
支
払
わ
れ
た
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
料
な
ど
で
あ
る
。

　
支
出
の
う
ち
輸
入
関
税
の
重
さ
は
顕
著
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
出
荷
さ
れ
る
生

産
物
の
ほ
と
ん
ど
は
砂
糖
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
が
砂
糖
税
で
あ
る
。
砂
糖
税
は
一
八

世
紀
中
葉
ま
で
は
低
率
だ
っ
た
が
、
一
七
九
〇
年
代
以
降
引
き
上
げ
が
続
き
、
一
八
三
〇
年
代

前
半
に
最
高
の
税
率
に
達
し
た
。
こ
れ
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
中
に
課
さ
れ
た
戦
時
税
が
戦
後

も
維
持
さ
れ
た
こ
と
、
砂
糖
税
は
従
量
税
だ
っ
た
た
め
価
格
が
下
落
す
る
と
価
格
あ
た
り
の
税
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率
が
高
率
と
な
る
構
造
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
原
因
で
あ
る
。
一
八
三
一
年
で
は
、
一
。
葺
当
た
り
の
砂
糖
平
均
価
格
は
二
三
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ス
、
そ
れ
に
対
す
る
税
額
は
二
四
シ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
価
格
当
た
り
一
〇
〇
％
以
上
の
税
率
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
英
領
東
イ
ン
ド
産
や
外

国
領
産
の
砂
糖
に
は
さ
ら
に
高
い
関
税
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
税
差
が
英
領
西
イ
ン
ド
を
保
護
す
る
特
恵
関
税
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

イ
ギ
リ
ス
国
内
で
あ
る
は
ず
の
英
領
西
イ
ン
ド
で
生
産
さ
れ
る
砂
糖
に
も
こ
れ
ほ
ど
高
率
の
関
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
記
憶
さ
れ
る

べ
き
事
実
で
あ
る
。
ま
た
砂
糖
税
は
輸
入
時
点
で
幽
翠
入
物
に
対
し
支
払
わ
れ
、
販
売
で
き
な
い
場
合
で
も
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
販
売
不
振
の
不
況
期
に
は
、
特
に
深
刻
な
負
担
と
な
っ
た
。

　
四
年
一
ヶ
月
の
破
産
財
産
運
営
後
の
一
八
三
六
年
二
月
、
帳
簿
が
～
端
閉
じ
ら
れ
残
高
か
ら
一
般
債
権
者
へ
の
最
初
の
償
還
が
行
わ
れ
た
。

た
だ
し
償
還
に
費
や
さ
れ
た
の
は
残
高
四
〇
、
四
七
九
ポ
ン
ド
の
残
高
の
う
ち
八
、
九
二
〇
ポ
ン
ド
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
一
般
債
権
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

額
は
一
七
、
八
四
〇
一
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
〇
分
の
一
が
償
還
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
残
高
の
残
り
は
、
抵
当
権
者
の
債
権
残
額
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

清
算
や
、
破
産
財
産
に
設
定
さ
れ
て
い
た
婚
資
支
払
い
等
に
使
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
三
）
奴
隷
賠
償
金
受
給
と
債
務
償
還
の
関
係

　
ア
サ
イ
ニ
ー
は
こ
の
後
帳
簿
を
改
め
て
領
地
経
営
を
継
続
し
、
一
八
三
七
年
四
月
二
九
日
に
そ
れ
を
完
了
し
た
。
こ
の
一
八
三
六
年
二
月
－

三
七
年
四
月
の
収
支
は
そ
れ
以
前
と
比
べ
、
生
産
物
の
売
上
収
入
や
す
べ
て
の
支
出
項
目
が
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
売
却
の
進
展
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
奴
隷
賠
償
金
と
い
う
収
入
が
新
た
に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
奴
隷
解
放
時
に
奴
隷
所
有
者
に
賠
償
す
る
と
い
う
考
え
は
、
奴
隷
舗
廃
止
が
下
院
で
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
か
ら
存
在

し
て
い
た
。
～
八
二
三
年
五
月
フ
ォ
ウ
ェ
ル
・
バ
ク
ス
ト
ン
が
「
奴
隷
舗
は
イ
ギ
リ
ス
の
憲
政
と
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
に
反
し
て
お
り
、
英
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

全
土
で
徐
々
に
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
下
院
で
決
議
す
る
よ
う
要
求
し
た
時
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ア
リ
ン
グ
は
「
万
が
一
議

会
が
黒
人
の
状
況
に
何
ら
か
の
物
理
的
変
更
を
行
う
こ
と
を
決
定
す
る
な
ら
、
奴
隷
の
主
人
達
に
は
そ
の
よ
う
な
新
た
な
政
策
が
彼
ら
に
も
た
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ら
す
損
失
に
対
し
賠
償
を
求
め
る
資
格
が
あ
る
」
、
「
も
し
も
こ
の
國
の
人
間
が
全
体
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、
法
律
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
に
対
し
賠
償
を
裁
定
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
の
下
院
の
決
議
に
は
「
奴
隷
の
市
民
権
に
つ
い
て
変
更
を
行
う

際
に
は
、
奴
隷
自
身
の
安
寧
、
植
民
地
の
安
全
に
合
致
す
る
よ
う
考
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、
私
有
財
産
の
利
害
に
も
同
様
に
考
慮
を
払
う
べ
き

で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
以
後
、
奴
隷
制
廃
止
の
議
論
と
奴
隷
賠
償
問
題
は
不
可
分
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
賠
償
内
容
が
具
体
化
し
た
の
は
、
奴
隷
制
廃
止
法
可
決
の
直
前
で
あ
る
。
一
八
三
三
年
五
月
九
日
植
民
地
担
当
大
臣
ス
タ
ン
レ
ー
卿

は
西
イ
ン
ド
委
員
会
に
、
奴
隷
解
放
の
交
換
条
件
と
し
て
プ
ラ
ン
タ
ー
に
一
、
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
貸
付
を
提
供
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
西

イ
ン
ド
委
員
会
は
こ
れ
を
一
八
二
三
年
下
院
決
議
か
ら
の
乖
離
だ
と
し
て
拒
絶
し
、
奴
隷
を
財
産
と
し
て
扱
う
こ
と
は
議
会
制
定
法
に
よ
っ
て

是
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
故
に
奴
隷
解
放
は
「
こ
の
財
産
の
公
正
な
買
収
を
も
っ
て
成
就
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
下
院
に
請
願
し
た
。
ま
た

西
イ
ン
ド
委
員
会
は
六
月
七
臼
、
①
植
民
地
プ
ラ
ン
タ
ー
に
二
、
○
○
○
万
ポ
ン
ド
の
補
償
を
支
払
う
こ
と
、
②
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
担
保

に
一
、
○
○
○
万
ポ
ン
ド
の
貸
付
を
行
う
こ
と
を
、
対
案
と
し
て
提
示
し
た
。
ス
タ
ン
レ
ー
卿
は
こ
れ
を
の
み
、
一
〇
日
に
は
下
院
に
西
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ド
委
員
会
案
受
け
入
れ
を
説
得
し
た
。
他
方
で
西
イ
ン
ド
委
員
会
は
奴
隷
制
廃
止
を
受
け
入
れ
る
よ
う
各
植
民
地
政
府
と
交
渉
し
た
。
こ
の
結

果
八
月
二
八
日
、
金
イ
ギ
リ
ス
領
七
七
万
人
の
奴
隷
の
解
放
に
対
し
二
、
○
○
○
万
ポ
ン
ド
の
賠
償
を
行
う
条
件
で
奴
隷
制
廃
止
法
が
可
決
さ

れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
英
領
西
イ
ン
ド
（
ガ
イ
ア
ナ
を
含
む
）
で
は
、
六
五
万
人
の
奴
隷
に
一
、
七
〇
〇
万
ポ
ン
ド
が
支
払
わ
れ
た
。
賠
償
額
は
～
八
二
ニ
ー
三
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
奴
隷
平
均
価
格
を
元
に
各
地
域
ご
と
に
算
出
さ
れ
、
そ
の
四
五
％
前
後
が
支
払
わ
れ
た
。
賠
償
金
支
払
い
は
、
一
八
三
五
年
九
月
か
ら
一
八

三
七
年
末
ま
で
の
問
に
実
施
さ
れ
た
。

　
M
＆
A
社
の
ア
サ
イ
ニ
ー
が
受
領
し
た
奴
隷
賠
償
金
は
、
表
4
に
よ
る
と
一
五
、
五
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス

議
会
文
書
か
ら
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
三
七
－
八
年
の
国
会
会
期
時
に
全
英
領
に
お
け
る
「
奴
隷
賠
償
要
求
計
算
書
」
が
作
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
お
り
、
各
植
民
地
ご
と
に
全
受
取
人
の
名
前
・
所
有
奴
隷
数
・
受
取
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ダ
ン
は
こ
の
史
料
調
査
を
行
っ
て
お
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り
、
筆
者
も
確
認
作
業
を
行
っ
た
。
M
＆
A
社
ア
サ
イ
ニ
ー
の
ネ
ヴ
ィ
ル
・
レ
イ
ド
と
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
が
受
け
取
っ
た
賠
償
額
は
、
シ

ェ
リ
ダ
ン
の
調
査
で
は
総
勢
一
、
四
九
〇
人
の
奴
隷
に
対
し
二
二
、
四
二
六
ポ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
筆
者
は
、
こ
の
う
ち
一
、
〇
五
三

人
、
一
五
、
七
六
四
ポ
ン
ド
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
数
値
は
ど
ち
ら
も
表
4
の
数
値
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
一
万
五
千
ポ
ン
ド

か
ら
二
万
ポ
ン
ド
程
度
の
賠
償
金
を
ア
サ
イ
ニ
ー
が
獲
得
し
た
こ
と
は
、
確
実
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
八
三
六
年
二
月
一
一
八
三
七
年
四
月
の
帳
簿
は
残
高
ゼ
ロ
か
ら
始
ま
り
、
帳
簿
を
閉
め
た
と
き
に
は
約
一
五
、
○
○
○
ポ
ン
ド
の
残
高
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
、
こ
の
間
の
帳
簿
の
黒
字
は
奴
隷
賠
償
金
の
み
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
。

　
ア
サ
イ
ニ
ー
は
こ
の
黒
字
分
か
ら
一
〇
、
九
五
七
ポ
ン
ド
を
㎝
般
債
権
者
に
償
還
し
て
い
る
。
残
額
の
使
途
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
諸
費
用
や
抵
当
権
者
へ
の
支
払
い
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
M
＆
A
社
の
債
務
償
還
は
以
後
も
続
け
ら
れ
た
が
、
破
産
裁
判
所
史
料
は
こ
の
一
八
三
七
年
四
月
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で

ほ
と
ん
ど
の
領
地
の
売
却
と
奴
隷
賠
償
金
の
受
け
取
り
が
終
了
し
て
い
る
の
で
、
清
算
は
こ
こ
で
ほ
ぼ
完
了
し
た
と
雷
っ
て
よ
い
。
一
般
債
権

者
に
は
こ
の
二
回
の
償
還
に
よ
り
一
九
、
八
七
七
ポ
ン
ド
、
つ
ま
り
債
権
総
額
一
七
八
、
四
〇
一
ポ
ン
ド
の
う
ち
＝
％
強
の
み
が
償
還
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
乏
し
い
償
還
で
さ
え
も
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
経
営
や
売
却
か
ら
生
じ
た
資
金
で
は
な
く
、
イ
ギ
り
ス
の
マ
ニ

ン
ケ
の
屋
敷
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
家
財
の
売
却
益
と
奴
隷
賠
償
金
で
賄
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
抵
当
権
者
の
債
権
回
収
の
過
程
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
。
ま
ず
最
大
の
債
権
者
で
あ
っ
た
S
P
S
社
は
、
一
八
三
三
年
二
月
同
社
が
転

抵
当
権
を
も
っ
て
い
た
エ
ス
ト
リ
ッ
ジ
領
地
と
カ
ニ
ン
ガ
ム
領
地
が
破
産
裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
競
売
さ
れ
た
と
き
、
自
ら
低
価
格
で
買
い

　
　
　
　
　
⑳

取
り
転
売
し
た
。
ま
た
同
年
七
月
に
は
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
の
売
り
立
て
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
た
だ
し
コ
ウ
ム
・
バ
ン
ク
は
二
二
、
○
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ポ
ン
ド
で
売
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
費
用
が
か
か
り
、
S
P
S
社
が
受
け
取
っ
た
の
は
三
、
八
八
六
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
八
三
五

年
一
月
に
は
、
S
P
S
社
が
抵
当
権
を
持
っ
て
い
た
パ
ー
ク
領
地
等
が
競
売
さ
れ
、
売
却
益
を
得
て
い
る
。
以
上
で
S
P
S
社
の
債
権
の
ど
の

程
度
が
回
収
で
き
た
の
か
は
解
ら
な
い
が
、
一
八
三
六
年
八
月
置
P
S
社
は
、
一
般
債
権
者
と
ア
サ
イ
ニ
ー
に
対
し
こ
れ
以
上
要
求
し
な
い
こ
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⑫

と
を
了
承
し
た
。
な
お
、
S
P
S
社
の
代
理
人
ジ
ョ
ン
・
ビ
ー
ド
ネ
ル
と
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
レ
シ
ュ
ブ
イ
ー
ル
ド
は
、
五
三
三
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

奴
隷
に
対
し
＝
、
五
九
五
ポ
ン
ド
の
奴
隷
賠
償
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

　
ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ク
タ
i
・
ア
ン
ダ
ー
ド
ン
の
場
合
は
、
～
八
三
二
年
＝
月
に
オ
リ
ヴ
ァ
ー
領
地
を
売
却
し
、
一
八
三
六
年
二
月
に
は
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

所
が
競
売
し
た
シ
ー
フ
ォ
ー
ス
領
地
と
ニ
グ
ロ
・
ベ
イ
領
地
の
売
却
益
の
一
部
を
得
た
。

　
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ベ
ア
リ
ン
グ
等
五
名
の
債
権
は
、
彼
ら
が
抵
当
権
を
有
し
て
い
た
ス
プ
ー
ナ
i
領
地
と
モ
ー
ン
領
地
の
競
売
の
売
却
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
は
と
う
て
い
不
足
で
そ
れ
ぞ
れ
四
千
ポ
ン
ド
以
上
の
債
権
を
残
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
解
決
が
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

　
フ
ァ
ヴ
ァ
ー
シ
ャ
ム
卿
は
、
一
八
三
七
年
六
月
ア
サ
イ
ニ
ー
と
一
般
債
権
者
か
ら
、
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
タ
ー
領
地
の
所
有
権
と
奴
隷
賠
償
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
取
得
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
債
権
を
消
滅
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
万
ポ
ン
ド
の
債
権
を
持
っ
て
い
た
ロ
バ
ー
ト
・
ホ
ル
フ
ォ
ー
ド
は
、
一
八
三
六
年
ア
サ
イ
ニ
ー
か
ら
三
五
〇
〇
ポ
ン
ド
を
受
け
取
り
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
の
転
抵
当
権
を
手
放
し
た
。
最
後
に
、
一
万
ポ
ン
ド
の
債
権
を
有
し
て
い
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
は
既
に
一
八
三
二
年
六
月
に

　
　
　
　
　
　
⑳

債
権
を
放
棄
し
た
。

　
以
上
抵
当
権
者
の
債
権
回
収
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
売
却
が
進
展
す
る
の
は
主
に
一
八
三
五
年
～
月
以

降
で
あ
り
、
奴
隷
賠
償
金
支
払
い
決
定
に
よ
っ
て
売
買
が
活
性
化
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
実
際
奴
隷
賠
償
金
の
受
け
取
り
に
よ
っ
て
解
決

し
た
債
権
が
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
で
き
る
。
奴
隷
賠
償
金
が
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
売
買
を
促
進
さ
せ
た
こ
と
は
、
次
の
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
紙
上
の
一
八
三
四
年
八
月
の
ブ
レ
キ
ン
・
カ
ー
ス
ル
及
び
パ
ー
ク
領
地
、
同
年
九
月
の
ス
プ
ー
ナ
ー
領
地
と

モ
ー
ン
領
地
競
売
の
広
告
で
は
、
土
地
面
積
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
一
方
で
奴
隷
人
数
は
明
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
「
購
入
者
は
、
イ
ギ
リ
ス

議
会
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
賠
償
塞
額
を
得
る
権
利
を
有
す
る
」
と
記
ざ
れ
て
い
舳
・
こ
の
広
告
文
か
ら
・
こ
の
時
期
に
は
壷
は
無
価
値

で
奴
隷
（
奴
隷
賠
償
金
）
の
み
に
価
値
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
白
で
あ
る
。

　
以
上
M
＆
A
社
の
債
権
回
収
は
奴
隷
賠
償
制
度
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
回
収
さ
れ
た
金
銭
の
ほ
と
ん
ど
が
賠
償
金
そ
の

66　（10！4）



も
の
だ
っ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。
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①
器
巴
α
q
冨
Φ
譲
受
入
。
破
産
者
の
財
産
を
管
理
す
る
た
め
債
権
者
よ
り
選
任
さ

　
れ
た
者
で
破
産
法
改
正
前
破
産
管
財
人
と
同
じ
業
務
を
担
っ
て
い
た
者
。
田
中
英

　
夫
開
英
米
法
事
典
測
量
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
。

②
卜
§
§
曽
9
韓
8
①
号
ω
Φ
℃
8
ヨ
げ
Φ
H
弘
。
。
ω
押
嘗
。
。
卜
。
餅

③
｝
。
ご
U
錠
8
レ
ω
量
ω
㊦
冥
Φ
ヨ
び
①
「
焉
。
。
ω
封
b
d
ω
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第
三
章
で
、
M
＆
A
社
の
場
合
、
本
国
投
資
家
が
西
イ
ン
ド
経
済
崩
壊
か
ら
受
け
た
打
撃
は
、
奴
隷
賠
償
制
度
の
開
設
に
よ
っ
て
の
み
緩
和

で
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
十
分
に
検
証
さ
れ
た
か
と
思
う
。
同
社
は
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
当
時
の
西
イ
ン
ド
貿
易
商
と
し
て
は
最
大
手
で

典
型
的
な
経
営
を
行
っ
て
お
り
、
西
イ
ン
ド
経
済
に
対
し
て
は
最
後
ま
で
積
極
的
な
投
資
を
行
っ
て
い
た
。
従
っ
て
同
社
に
当
て
は
ま
る
事
実

は
、
他
の
西
イ
ン
ド
経
済
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
貿
易
商
会
に
も
適
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
体
的
に
見
て
も
、
西
イ
ン
ド
経
済

か
ら
の
本
国
資
金
の
回
収
は
奴
隷
賠
償
金
を
持
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
問
題
は
、
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
奴
隷
制
反
対
派
が
主
張
し
た
論
理
、
つ
ま
り
西
イ
ン
ド
利
害
関

係
者
救
済
の
た
め
に
国
税
が
使
用
さ
れ
た
と
い
っ
た
解
釈
が
正
鵠
を
得
て
い
な
い
の
は
、
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
奴
隷
賠
償
金
を
最

終
的
に
受
け
取
っ
た
の
は
西
イ
ン
ド
利
害
関
係
者
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
の
投
資
家
と
そ
の
投
資
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
ま
た
奴
隷
賠

償
金
の
資
金
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
税
金
に
は
、
西
イ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
タ
ー
が
負
担
し
た
関
税
が
相
当
含
ま
れ
て
い
た
。
表
4
を
再
度
振
り
返
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っ
て
み
よ
う
。
M
＆
A
社
破
産
財
団
の
最
大
の
支
出
だ
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
徴
収
す
る
関
税
（
ほ
と
ん
ど
が
砂
糖
税
）
で
あ
り
、
そ
の
額

は
～
八
三
二
年
一
月
－
一
八
三
七
年
四
月
の
間
に
二
五
、
四
六
〇
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
M
＆
A
社
の
ア
サ
イ
ニ
ー
が
受
け
取
っ
た

奴
隷
賠
償
金
額
を
優
に
超
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
彼
ら
に
払
っ
た
賠
償
金
よ
り
、
彼
ら
が
こ
の
五
年
余
り
の
間
に
イ
ギ
リ
ス

政
府
に
支
払
っ
た
税
金
の
ほ
う
が
多
い
。
従
っ
て
奴
隷
賠
償
金
は
、
植
民
地
救
済
の
た
め
本
国
か
ら
植
民
地
に
資
金
が
流
れ
た
と
い
う
性
格
の

も
の
で
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
植
民
地
が
納
め
た
税
金
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
手
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
債
権
者
に
わ
た
っ
た
と
み

る
方
が
正
し
い
。

　
付
平
す
る
と
、
砂
糖
税
は
～
八
世
紀
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
国
家
歳
入
最
大
の
税
収
項
目
で
あ
り
、
税
収
の
一
割
近
く
を
占
め
て
い
緬
。
イ
ギ

リ
ス
政
府
が
奴
隷
制
廃
止
、
自
由
貿
易
主
義
な
ど
次
々
と
英
領
西
イ
ン
ド
に
不
利
な
政
策
を
課
す
～
方
で
、
砂
糖
税
の
大
幅
な
引
き
下
げ
に
応

じ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
植
民
地
経
済
に
配
慮
す
る
意
志
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
旧
植
民
地
体
制
か
ら
自
由
貿
易
体
制
へ
の
移
行
と
英
領
西
イ
ン
ド
経
済
の
崩
壊
は
、
狭
義
の
西
イ
ン
ド
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
イ

ギ
リ
ス
の
有
産
階
級
や
銀
行
な
ど
金
融
利
害
に
と
っ
て
も
打
撃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
打
撃
に
よ
っ
て
没
落
し
た
の
は
プ
ラ
ン
タ
ー
と
若
干

の
貿
易
商
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
有
産
階
級
や
投
資
シ
ス
テ
ム
は
こ
れ
を
生
き
延
び
た
。
そ
の
直
接
の
理
由
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
利

害
が
自
由
貿
易
主
義
に
適
合
で
き
た
か
ら
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
明
ら
か
に
植
民
地
利
害
よ
り
も
本
国
利
害
を
重
視
す
る
救
済
策
を
採

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
植
民
地
経
済
を
立
て
直
す
の
で
あ
れ
ば
、
航
海
規
制
の
放
棄
や
砂
糖
税
の
大
幅
削
減
な
ど
他
に
様
々
な
方
策
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
そ
の
よ
う
な
策
は
と
ら
ず
、
奴
隷
賠
償
金
支
払
い
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
の
債
権
者
を
英
領
西
イ
ン
ド
経
済

の
栓
桔
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
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The　Effect　of　British　West　lndies’　Economic　Crisis　in　1830－32

　　　　　0n　the　Merchants　and　lnvestors　and　the　Settlement

　　　　　　　　　　　　　　of　the　Slave　Redemption　in　1834

by

KAWAwAKE　Keiko

　　The　West　lndia　Trade　had　been　the　most　important　section　of　British　economy

for　almost　two　and　a　haif　centuries　since　the　second　half　of　the　seventeenth　cen－

tury．　However，　it　feli　into　the　long－temi　depression　from　the　late　1810s　because

of　the　rapid　increase　of　worldwide　sugar　production　and　the　pressure　from　the

slave　abolition　campaign．　The　depression　had　serious　effect　not　only　on　sugar　plant－

ers　in　the　colonles，　but　also　on　West　lndia　merchants　who　fuianced　them　or　the

property　class　in　the　mother　country，　who　deposited　their　money　in　West　lndia

merchants．　ln　1830－32，　the　sugar　price　remained　very　low　and　a　lot　of　West　lndia

merchants　went　banlrrupt．　The　crisis　must　have　been　destrucljve　to　the　deposi－

tors　and　the　financial　system　in　the　mother　country．　But　they　could　escape　from

ruin．　Why？

　　In　this　essay，　the　author　investigates　the　banlrmptcy　records　of　one　of　the

greatest　West　lndia　merchants，　Manning　＆　Anderdon　（M＆A），　and　demonstrates

that　only　the　slave　redemption　made　the　sugar　planters　solvent　and　enabled　M＆A

to　pay　a　part　of　their　debt　to　their　investors　and　depositors．　The　slave　redemption

was　a　supplementary　provision　of　the　slave　abolition　act　in　1834，　by　which　the

British　Govemment　paid　20　million　pounds　to　the　slave　owners　in　compensation

for　their　losses　frorri　the　abolibion．　The　planters　who　were　debtors　to　M＆A　were

almost　bankrupt　and　their　estates　lost　its　value．　lt　was　only　the　compensation

money　that　the　planters　could　pay　back　to　IN（［＆A　and　M＆A　could　repay　their　in－

vestors　and　depositors．

　　From　the　investigation，　the　author　concludes　that　the　slave　redemption　saved

the　property　class　in　the　mother　country　and　the　British　financial　system，　rather

than　the　planters　and　the　colony．　The　latters　never　recovered　from　the　crisis，　but

the　former，　though　badly　damaged　from　it，　recovered　to　expand　their　investment

elsewhere　worldwide　in　the　future．
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